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－１７５－ 

再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆様、おはようございます。連日お疲れさまです。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

３年平群町議会第６回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりであ

ります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 一般質問は１０名の議員から提出されており、昨日に５名の議員の一般質問

が終わっております。本日は５名の議員の質問を順次許可いたします。  

 まず、発言番号６番、議席番号１番、岩﨑議員の質問を許可いたします。岩

﨑議員。  

○１  番  

 おはようございます。議席番号１番、発言番号６番、岩﨑真滋でございます。

ただいま議長から発言の許可が出ましたので、先般通告させていただきました

ヤングケアラーについて質問させていただきます。  

 テレビのニュースや新聞報道等によりますと、今年の３月、厚生労働省と文

部科学省は、通学や仕事をしながら家族の介護や世話を日常的に行っている１

８歳未満の子ども、ヤングケアラーの支援に向けて、福祉、介護、医療、教育

の連携プロジェクトチームを設置し、今年の５月にヤングケアラーの実態把握

と支援策を取りまとめました。  

 中学生は１７人に１人、５．７％、高校生は２４人に１人、４．１％です。

ケースは様々で、精神疾患、依存症の家族のケア、家族の入浴やトイレの介助、

障害や病気がある兄弟のケア、目が離せない家族の見守り、大人の代わりに兄

弟の世話、障がいや病気がある家族のために働く、病気の家族の代わりに家事

をする、がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしているなど、

ケアに追われて学業不振や不登校につながるケースや、状況を周囲に話せず孤

立することもあり、将来に深刻な影響を及ぼすこともあると言われております。 

 そこで２点。１点目、町の相談件数や支援策は。２点目、学校での実態把握

と対応策は。御答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  



 

－１７６－ 

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、岩﨑議員の御質問でございますヤングケアラーにつきまして、御

質問にお答え申し上げます。  

 まず、ヤングケアラーの概念といたしましては、年齢や成長の度合いに見合

わない重い責任や負担を負って、本人が本来、大人が担うような家族の介護を

することで自らの育ちや教育に影響を及ぼしている１８歳未満の子どもをヤン

グケアラーと定義されておるところでございます。  

 まず、１点目の御質問でございます。相談件数と支援策についてでございま

す。現在、平群町への直接の相談はございませんが、本年６月に奈良県教育委

員会が県内公立中学校第３学年、３年生ですね、及び県内公立高等学校全生徒

を対象に実態調査をされ、８月に平群町でヤングケアラーと考えられる生徒が

２件あったとの報告がされているところでございます。  

 ただ、ヤングケアラーは自分自身がヤングケアラーであるとの認識をしてい

ることが少なく、潜在化していることから、学校や教育委員会との情報把握に

努めながら対応していくことが必要であると考えております。  

 また、相談などのあった場合の支援策といたしましては、学校からの情報を

共有し、必要に応じて、福祉こども課や教育委員会、小中学校のほか、奈良県

中央こども家庭相談センターなどの関係機関で構成をいたします平群町要保護

児童対策地域協議会で対応をすることとなっております。  

 支援方針などについては、具体的に子どもがどのような権利が侵害され、ど

のような状況に変えていくのかについて、子どもの意向を尊重し、検討する必

要があり、家庭に要介護者などがいる場合には介護サービスや障害福祉サービ

スなど、適切な支援につなげていくことも併せて対応するものとしております。 

 住民福祉部からは以上でございます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、２点目の学校での実態把握と対応策はについてお答えいたします。 

 まず、福祉こども課の答弁の中で、県の教育委員会がヤングケアラーの実態

調査を行ったと、そのように答弁させていただきましたけども、重複しますけ

ども、教育委員会からも改めてお答えさせていただきます。  

 奈良県教育委員会におきましては、家族の介護や世話を日常的に行っている

子どもや若者、ヤングケアラーについて、公立高校の全生徒と公立中学校３年

生を対象に実態調査を実施しております。調査期間は令和３年６月１６日から



 

－１７７－ 

２２日の間でございます。調査方法はオンラインでアンケート方式。対象は高

校生約２万２，９００人、中学３年生約１万５００人でございます。  

 内容は１２項目にわたっております。主なものは「ヤングケアラーという言

葉をこれまで聞いたことがあるか」「家庭で家事や家族の世話を日常的に行って

いるか」「行っている場合、その頻度はどれくらいか」「行っている場合、１日

どれくらいの時間か」「そのことできつさを感じているか」などであります。  

 奈良県ではヤングケアラーと考えられる生徒への対応として、実態調査にお

いて「家事や家族の世話を週に３日以上かつ平日３時間以上行っている」と回

答した生徒に対して、学校の担任の先生などへの相談経験の有無についてメー

ル送信で尋ねております。その中に平群中学の３年生が２人含まれておりまし

た。  

 その質問内容は「家事や家族の世話に関し、学校の担任の先生などに相談し

ているか」「していない場合はその理由は」「ヤングケアラー相談窓口に何か伝

えたいことがあれば教えてください」などでした。  

 この内容は県教育委員会が管理し、学校とも共有され、回答の内容次第では

必要な福祉サービスが受けられるよう支援するとされ、学校では担任がその状

況把握に努めており、学業に支障が出ていないかなど、日々注視しているとこ

ろであります。  

 なお、奈良県では、ヤングケアラーと接する機会があると考えられる行政関

係者、市町村の福祉部局や教育担当職員を対象に、その実態や支援などを学ぶ

ための研修会を９月６日に実施しており、本町職員１名がオンライン参加して

おります。また、県が設置しているヤングケアラー相談窓口では、家事や家族

の世話などの相談以外に進路や奨学金などの相談もできるとされています。  

 教育委員会としても、心のケアなど特別な配慮が必要な児童・生徒が増えて

いる中、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの助言を頂きな

がら、その都度、学校現場、福祉部局や関係機関と連携を取りながら対応して

まいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 それでは、再質問させていただきます。御答弁ありがとうございました。  

 ヤングケアラーは、家事や家族のお世話が多いということで、家庭内で行わ

れるということでなかなか実態把握が難しいと。ケアをしている御本人もなか

なかヤングケアラーという認識がなされてないケースもあるということがちょ



 

－１７８－ 

っと御答弁の中、あったんですけども、見つからないから何もできないという

のも、また一つ、問題かなとも思います。やはり担任の先生が主となるという

ところで、もう少し具体的な支援策、それと必要な福祉サービスを提供するに

当たってどの窓口に行けばいいかとか、一般に広く周知、どのようにするべき

か、今の段階での行政のお考えを教えてください。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいまの再質問でございます。先ほども答弁いたしましたけども、もう少

し具体的な支援内容ということでお答えさせていただきます。  

 ヤングケアラーにつきましては、福祉こども課の答弁にもありましたように、

家庭内のデリケートな問題であることから表面化しにくい構造となっている

と、そのように言われております。特に学齢期の子どもの場合、最も深刻なの

は学業への支障と言われております。特に遅刻、早退、欠席は大きな問題であ

りまして、これが不登校に発展する場合も考えられます。  

 学校現場では子どもたちを観察する中で、最近は遅刻や早退が多い、忘れ物

が多いとか、目に見えて学習意欲が減退しているなどの児童の変化に気づきや

すい場所ですけども、その支援というものは学校だけでできるものではないと

考えております。学校がこれまで行っている児童・生徒への支援体制を生かし、

適切に福祉機関につなげていかなければならないとそのように考えておりま

す。  

 先ほども答弁いたしましたけども、本町において不登校など特別な配慮が必

要な児童が多くなっており、その都度、学校現場や福祉部局、関係機関とも連

携しながら対応しているところでございますけども、教育委員会では本年度も

スクールカウンセラーに加えて、スクールソーシャルワーカーを派遣していた

だいておって、各学校への定期的な訪問、様々な相談、助言などの支援活動を

行っていただいております。  

 また、従来より取り組んでおりますが、子育て支援センターを中心に学校に

行きにくい児童、生徒及び保護者の相談とか学習支援を行っておりまして、学

習や進学の一助として実施しているものでございます。今後も引き続き、児童・

生徒の心のケアに努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  



 

－１７９－ 

 御答弁ありがとうございます。学業不振、不登校、これは避けなければなら

ないと。スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーと、あと関係機関との連

携というところ、なかなか横のつながりって難しいところもあるのかなと思い

ますが、今後とも引き続き御努力お願いいたします。  

 私の一般質問は以上です。  

○議  長  

 それでは、岩﨑議員の一般質問をこれで終わります。  

 ９時２５分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前  ９時１４分）  

 

再    開  （午前  ９時２５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号７番、議席番号１２番、馬本議員の質問を許可いたします。馬本議

員。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、４点について一般質問させていただきます。行

政側におかれましては簡単明瞭な御答弁をよろしくお願いを申し上げます。  

 まず、１点目、矢田山に（仮称）東西線道路の建設を。  

 将来の平群町発展がかかっていると言っても過言でない（仮称）東西線道路

建設事業は平群町の事業ではなく、奈良県の事業であります。私は平成６年６

月平群町議会に最初提案してから、１７回にわたって一般質問を行ってまいり

ました。  

 経過といたしましては、平成２８年度までは大和郡山市と平群町の共通課題

として県に毎年度要望されてきましたが、平成２９年度からは（仮称）東西線

は県北西部に広域的なメリットが期待できることから郡山土木協議会、生駒市、

大和郡山市の２市と生駒郡の平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町が入った協議会

でございます、矢田山丘陵を通す東西線の実現に向けた計画を早期に着手する

ことを統一事項の一つとして奈良県に要望されることになりました。その後も

毎年要望されております。  

 そこでお聞きをいたします。  



 

－１８０－ 

 １点目、今年度は７月２８日に郡山土木協議会総会が開催されました。開催

前の６月１１日に郡山土木協議会会長の上田大和郡山市長名で奈良県郡山土木

事務所の篠田所長に要望書が提出されておりますが、要望の回答はいかがでし

たか。  

 ２点目、私の昨年の９月議会で一般質問に対し、町長は「（仮称）東西線の道

路建設については、町にとっては重要な道路と認識しています」と、「実現に向

けて、県庁の関係課及び関係人に要請の努力をしてまいります」と御答弁され

ました。１年が経過をいたしました。努力経過を御報告をお願いいたします。  

 大きく２点目、デマンド交通についてであります。  

 今年の７月２１日に公共交通対策特別委員会が開催されました。主に令和２

年度、コミュニティバス利用の実績及びイベントの実施報告、予定のデマンド

タクシー運行業務についての事業報告などが審議されました。  

 そこでお聞きいたします。  

 １点目、８月２日より利用者登録受付が開始されていますが、昨日までの登

録者数はどのぐらいあるでしょうか。  

 ２点目、前回の特別委員会でも質問しましたが、計画ではタクシーは２台を

確保されています。実証運行の３年間中に利用者が増となり、増車要望があっ

ても実証期間中は財源は介護保険料などによって運行されているので、増車は

考えていないという行政の御答弁でありました。そこで、デマンドタクシー運

行事業主は平群町であります。３台目の増車分の経費は町が負担すべきである

と思いますが、再度お聞きいたします。  

 大きく３点目、総合スポーツセンター運営について。  

 平成８年度に、健康維持、増進並びに心身の健全な育成を図るとともにスポ

ーツの振興、普及に資するために全施設がオープンいたしました。現在の施設

管理運営は平群町地域振興センターに指定管理をされております。  

 私は一昨年の９月議会に、グラウンドを人工芝化すれば大人のコート１面、

少年のコート２面のサッカーコートができ、また多目的競技場としても利用で

きる提案をいたしました。人工芝化の改修工事費約８，８００万円。財源内訳

としては独立行政法人日本スポーツ振興センターの４，８００万円と平群町地

域振興センターの４，０００万。財源内訳はそういう内訳であって地域振興セ

ンターが予算化されることであり、町は財政上の負担はありません。  

 改修されればスポーツ誘客の有効性、来訪者によるついでの観光客の数の拡

大、利用者増による委託料の削減効果のメリットがあります。財政難の本町に

とって財政負担のない公共施設の付加価値アップの事業であります。平群町は

財団法人が行う投資事業を応援すべきと思います。  
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 また、一昨年には、教育委員会は人工芝化については賛成なのか反対なのか

を質問したところ、「町民体育大会開催時に懸念される問題、プール開催時の駐

車場問題、利用されている各種団体との問題、スパイク使用の制限問題などを

詰め切れていないので、今後、問題解決に努力してまいります。また、人工芝

化については、教育委員会は問題がクリアされれば賛成であります」との回答

がされてから１年経過いたしましたので、昨年の９月議会に再度、現在の進捗

状況と今後の取組についての質問に対し、町の回答は「昨年の９月以降、町内

の主要スポーツ団体である平群町体育協会と総合型スポーツクラブくまがしク

ラブに人工芝化の意見聴取を行いました」と、「両団体は異論ないが、多目的グ

ランドであることを再度認識し、現在使用している競技団体が使用制限される

ことのないようにしてほしい。また、料金設定についても高額にならないよう

などの意見がありました」と、「町は、既に人工芝化をしている自治体や県のス

ポーツ振興課へ聞き取りを行った結果、財源の確保など、今後の検討しなけれ

ばならない事項が見えてまいりました。教育委員会としては、昨年の９月決算

審査特別委員会で、議員が質問されたウオーターパークに対し、今後の方向性

と併せて総合的に検討を行っていきたい」との御答弁を頂きました。それでし

ばらくの時間を頂きたいとの回答でありました。  

 そこでお聞きをいたします。  

 １点目、グラウンド人工芝化事業費の財源、また、いつもなら新たな指定管

理者を９月議会に上程されますが、今議会に上程されておらないのはなぜです

か。  

 ２点目、教育委員会がホームページなどで、平群町ウオーターパークについ

ては開場以来２７年が経過し、老朽化をしていますので、今後、施設の利活用

については住民の方々の意見を募集されました。どのような意見がありました

か。また、廃止との方針となっており、跡地利用についての方針はいかがです

か。  

 ４点目、こども園運営について。  

 認定こども園は、乳幼児期を生涯にわたる人格形成の基礎が培われる大切な

時期と捉え、幼稚園、保育所の枠を超え、一人一人に生きる力を保障する教育、

保育のさらなる充実を目指したはなさとこども園とゆめさとこども園が現在運

営をされております。西脇町長は「子育てしやすい、したくなるまちづくり」

の一つとして待機児童ゼロを基本としたこども園運営を公約されております。  

 ７月１日現在、２園の定数に対し、クラス配置数では、まず、はなさとこど

も園は定数１３０人に対し、１２９人、９９．２％。ゆめさとこども園は定数

２６７人に対し、２３０人、８６．１％であります。また、８月１日現在の待
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機児童者数はゼロ歳児が４人、１歳児が６人、２歳児が１人、合計で１１人と

なっています。  

 そこでお聞きをいたします。  

 １点目、令和３年度入園案内書には、各年齢定員数が明示されております。

７月１日現在と比較すれば、はなさとこども園ではゼロ歳児が１２人に対し９

人、１歳児が２０人に対し２０人、２歳児が２３人に対し２４人、３歳児が２

５人に対し２６人、４歳児は２５人に対して２４人、５歳児は２５人に対して

２６人の定員で、１３０人に対し総園児数は１２９人のうち、特別支援園児７

名もその中に含まれております。また、ゆめさとこども園ではゼロ歳児１０人

に対しゼロ人、１歳児２０人に対し２０人、２歳児２０人に対して３４人、３

歳児３９人に対し５１人、４歳児５５人に対し５４人、５歳児５５人に対し７

１人、定数２６７に対して、先ほど言いましたように、総園児数は２３０人。

そのうち特別支援園児１９人が含まれております。入園案内書ではゆめさとこ

ども園のゼロ歳児定員数は１０人であるのに、なぜゼロ人なんですか。  

 ２点目、現在、産休・育休の保育教諭は７名と聞いていますが、全て来年度

復帰すれば待機児童は解消されますか。  

 ３点目、現在の保育教諭正職公募の年齢制限は３５歳までとなっていますが、

公募の雇用年齢制限を４５歳まで上げるべきと私は思いますが。  

 ４点目、職員配置において、１クラス１人制は保育教諭の自由ができないな

どの関係で複数担任制となっていることは理解はできますが、クラスによって

は偏った職員配置ではないですか。  

 ５点目、令和４年度は待機児童ゼロを基本としたこども園運営の実現施策を

お示しください。  

 以上、大きく４点について、よろしく御回答をお願いいたします。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、１点目、郡山土木協議会総会で（仮称）東西線建設の県の回答に

対し、町の見解はについてお答えいたします。  

 郡山土木協議会共通の要望事項の一つとして「矢田丘陵を通す（仮称）東西

線の実現に向けた計画に早期に着手すること」を令和３年６月１１日付で、（仮

称）東西線建設を含む要望書を奈良県郡山土木事務所に提出いたしました。令

和３年の７月２８日に開催されました郡山土木協議会総会で、新型コロナウイ

ルスの感染症対策により開催時間の制約もあり、直接奈良県から回答を聞くこ

とができませんでしたが、令和３年８月３０日に郡山土木事務所所長が来町さ
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れ、本町における令和３年度の県事業について説明を受ける機会がありました。 

 その場で（仮称）東西線について、様々な事業効果や広域的なメリットが期

待できることなどを説明し、ぜひ奈良県においては前向きに検討していただく

よう強く要望いたしました。奈良県は、（仮称）東西線建設のような大規模な新

規道路の事業化については、効果検証や奈良県道路整備基本計画に位置づける

など、ハードルが非常に高い事業であるとの回答でありました。  

 （仮称）東西線建設は本町にとって非常に重要な案件であるため、今後も引

き続き、郡山土木協議会を通じ、２市４町が協力して事業化に向けた粘り強い

要望活動を行ってまいりたいと考えております。  

 ２点目の（仮称）東西線の道路建設実現に向けて、１年間の努力経過の報告

についてお答えします。  

 新型コロナの影響で行動が制限されたこともあり、多くの会議等が中止や延

期となっている状況の中で思ったような事業化のための要請は実施できていま

せんが、今後も実現に向けた努力をしてまいりたいと考えます。  

 以上、答弁とします。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 いろいろ御努力ありがとうございます。確かに、１点目の答弁についてはね、

この事業は非常にハードルが高い奈良県の事業であるということは認識してま

す。しかし、平群町にとってはね、将来の平群町がかかってるということはも

う僕は、これは僕自身、皆さんも御存じと、認識されておると思いますが、そ

れだけ重要な道路であるということは思いますので、私は１年に一遍必ず質問

をさせていただいてるわけでございます。けれども、島野部長のほうから、こ

うこうして努力していくと、粘り強く努力していくと、２市４町も一緒になっ

ていきますよという、力強いお言葉頂きました。ひとつ、この点についてはよ

ろしくお願いしたいなと思います。  

 次、２点目。コロナ関係で事業でいろんなことできへんかったということを

おっしゃったわけやけど、ここで僕は町長に一つ聞きたいねけど、僕、質問し

たいのは町長はどのような努力を、経過を教えてくださいということで質問し

ましたので、町長、御答弁願えますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、馬本議員の質問にお答えさせていただきます。  
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 東西線建設については、本町にとって本当に重要な課題であるというふうに

認識しております。コロナ禍でありますけども、建設実現に向けて要望活動等

を努力してまいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 町長もそういうふうに認識していただいて、２市４町も認識していただくと

いうことで、町長、平群町が一番基本となるところでございますので、より一

層の御努力をお願いいたします。この件についてはこれで結構でございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、馬本議員の大きな２点目、デマンド交通についての御質問にお答

えさせていただきます。大きく２点、御質問を頂いております。  

 まず１点目、昨日までの利用者登録数は幾らかということでございまして、

昨日９月１４日現在で３７０人となっておるところでございます。  

 それから、二つ目の質問でございます。タクシーの運行の台数についての御

質問ということでございます。これにつきましては、３年間の実証運行期間中

はデマンドタクシー車両２台とし、検証期間として実施をします。増車並びに

運行経費につきましては、検証期間中に地域公共交通会議、また本事業の財源

でもあります介護保険料、介護保険制度について協議されます介護保険運営協

議会等に利用状況などをお示しした上でお諮りしてまいりたいと考えておりま

す。また、実証運行の検証を踏まえて、本格運行時での運行形態について、決

定してまいりたいと考えているところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目は、３７０人、昨日まで登録があったということでございます。非常

に僕自身は喜んでます。というのは、三郷町もいろいろ調べますと、当初いろ

いろあって、そんなになかって、皆、利用がこれはいいねということで、続い

て登録される方が次々たくさんおいでになったという経過も聞いてます。  

 そこで、今度、当初の計画が１，３００人の登録者を見込んでおるというこ

とで、現在登録者数と比べてどのような見解をお持ちかということに御答弁を
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お願いしたいなと思います。  

 それと、２点目については、介護保険運営協議会とか、それと地域公共交通

会議のいろいろ関係あるので、この３年間は非常に難しいという認識でおっし

ゃったと思いますけども、それはそれとしてね、町長に分かっていただきたい

んですけども、この事業主体は平群町であるということだけ認識していただき

たいなと思います。その点、再度お願いいたします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 利用者登録の人数の今３７０に対しまして、今後の見込みというか御見解と

いうことでございます。  

 これにつきましては、令和２年度におきましてデマンドタクシー導入に向け

て、約７，２００人にアンケート調査を実施したところ、約１，５００人の回

答があり、導入に当たりまして利用希望の回答を基に推計した結果、約１，３

００人と見込んでおるところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 申し訳ございません。答弁漏れてました。  

 平群町の事業ということで、もちろん、もともと町の事業でやるというのが

基本だと思っておりますけども、いろいろ財源の関係もありまして、精査した

中での今の実施と思ってますので、基本的には平群町の事業だというふうに考

えております。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目、１，３００人、一応計画されてますから、その目標に向かって、い

ろんな広報使いながら、また利用者もいろいろ、１０月１日以降利用されます

んで、それに対していろんな御意見も聞きながら１，３００人に向かって、登

録に向かって努力をお願いしたいと思います。  

 それと、この事業は平群町の事業ということを再度認識していただいたとい

うことで、それはそれで一番大事なことと思います。お金は要するに介護保険

のほうから運営のお金と、それと県のほうからと３年間、運営のお金を出して

いただいてるわけでございますが、それ以降はありませんのでね、そういうこ
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とも兼ねて平群町の認識ですよと、４年目は平群町で運営してくださいよとい

うことを兼ねて、事業主は平群町ですよという認識の下でお尋ねしたというこ

とだけを御理解ください。  

 それと、今後、高齢者福祉の政策の一助としてね、高齢者の方に拡充してい

ただくことを祈念しておりますが、この１０月１日にこの平群町のところの役

場のほうで出発式されるという案内頂きました。僕自身楽しみにしております。

今後、登録者一人でも多く増えることを御祈念して、この質問についてはこれ

で結構でございます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、馬本議員御質問の３項目めの総合スポーツセンター運営について

お答えいたします。  

 まず、１点目の人工芝化と指定管理者についてですが、現在は令和４年度以

降の体育施設指定管理者を選定中であり、指定管理者が決定後、協議をしたい

と考えております。  

 次に、２点目のウオーターパーク問題についてですが、平群町ウオーターパ

ークの方向性につきましては、令和３年２月５日開催の全員協議会におきまし

て、ウオーターパークは開場以来２７年が経過し、ポンプ類、プール槽、ウオ

ータースライダー、防滑シートなどのリニューアル時期に来ていますが、利用

者が減少傾向である中、多額のリニューアル費用の負担を考慮する中で、ウオ

ーターパークの廃止を行い、施設の利活用について検討を行いたいと考えてい

ますと説明させていただいたところでございます。  

 また、令和３年７月号広報及びホームページ、これは令和３年の７月１日か

ら７月３１日ですが、そこで意見募集を行ったところであります。主な意見と

して、施設の現状については、プールの老朽化がよく分かった、跡地利用につ

いては、現状のプールの形を利用して釣堀とかバーベキュー場、キャンプ場な

どの意見がございました。ほかに存続してほしいとの意見もあったところでご

ざいます。  

 跡地利用につきましては、廃止が決定した段階で、住民の皆様から御提案い

ただいた内容も含め、検討に入りたいと考えております。一定の方向性が出た

段階で議会にも報告させていただく予定であります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  
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○１２番  

 再質問で１点目についてはね、指定管理は今まだ決定してないと、協議中と

いうことで御答弁いただいた。４年前やったら９月議会に上程されたわけでご

ざいますが、選定中ということはこれ、公募されようと思うてる、もしくは非

公募で議論されているのか。その点について御答弁をお願いしたい。  

 次、２点目については、今後この件についてはね、生駒市との協定がござい

ますねん、プール関係ね。ありますので、早急に方向性を出していただきたい

というふうに思います。この点、よろしくお願いしたい。  

 １点目だけお願いします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、１点目の再質問にお答えをさせていただきます。  

 今、議員が述べていただきましたとおり、指定管理者の指定議案につきまし

ては、前回とかの例でいえば前年の９月議会ですね、９月議会において選定に

関する議案を上程しておりますけども、今回は選定事務が遅れておりまして、

１２月議会に上程する予定をしております。  

 公募、非公募に関しましては、非公募で選定したいとそのように考えており

ます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 指定管理者を非公募で行うという、内部の今、協議中ということをおっしゃ

いました。上程されるまで所管委員会、議会のほうですね、そこでいろいろ協

議をするべきもんだと思いますので、よろしくお願いいたします。この件につ

いてはこれで結構でございます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 続きまして、馬本議員御質問の４項目め、こども園の運営についてお答えい

たします。  

 １点目の入園案内書との違いはについてですが、職員のクラス配置につきま

しては、５歳児、４歳児、３歳児、２歳児、１歳児、特別支援児の順に配置を

行っておりまして、結果としてゼロ歳児に対して職員配置ができなかったのが
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原因でございます。保育教諭が不足しているのが実情であります。  

 ２点目の育休中の保育教諭が復職すれば待機児童は解消されるのかについて

ですが、これは次年度以降の入園希望者の状況にもよりますが、来年度には４

名の保育教諭が育児休業から復帰する見込みであります。その復帰する４名の

保育教諭とその育児休業代替の任期付職員に引き続き勤務していただくことで

待機児童は解消する見込みであります。しかし、我々が試算しております入園

希望者を大きく上回った場合については待機児童が出る可能性も否定できない

ものでございます。  

 ３点目の件については、人事担当部署よりお答えいたします。  

 続いて、４点目の偏った職員配置ではないのかについてですけども、これも

１点目の御質問でお答えしたとおり、各園とも５歳児から順に職員配置を行っ

ておりまして、結果として、ゆめさとこども園で保育教諭不足によってゼロ歳

児に対して職員配置ができず、クラス編成ができなかったのが原因でございま

す。  

 ５点目の待機児童ゼロへの実現施策はについてのお尋ねでございます。これ

も次年度の入園希望者の状況によりますけども、令和４年度のこども園の入園

に関しましては、希望者全員が入園できるよう、現在の任期付職員、また会計

年度任用職員の保育教諭に対しまして、来年度以降の勤務に対する意向調査も

含め、引き続き関係課が連携し、保育教諭の確保に全力を挙げて取り組んでま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 質問の３点目でございます。採用年齢についての御質問について答弁させて

いただきます。  

 これにつきましては、全国的に今、保育士不足であるという状況下で潜在的

保育士の発掘は重要であるというふうに考えております。そこで、資格を持ち

ながら様々な理由で一旦職を離れられた保育教諭の職場復帰する機会を与える

とともに、培った経験を生かしていただき、本町の子どもたちの子育ちを支援

いただくという意味でも採用年齢の引上げについては非常に有意義であるとい

うふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  
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○１２番  

 １番目の答弁に対して、１番と４番はよく似た回答になると思いますねけど

ね、偏ったということで、クラス配置ができ得ないということで、結局、結論

的には保育士が確保できなかったということが結論という認識でとってますけ

ども、僕はそういうことでまずええのかなと。そうならば、そうならばですよ、

令和３年度の保育士が確保できていないのに入園案内でゼロ歳児の定数が記載

されておるわけや。ということは、保護者をばかにしたような案内書じゃない

んですかと。  

 今おっしゃったように、来年４人、産休・育休で復帰されると。正職員の方

ね。あとは会計年度の職員とか、また任期付という対応でしたいと、こういう

ことを今おっしゃったんで、ある程度解消されるという。結局は確実はないわ

けや。待機児童ゼロということは言えないという答えになってくるわけや。そ

ういうことになってくるわけやから、後で僕は提案、一つしますけども、そう

いうことになればね、入所案内書に書いてるゼロ歳児何人というのは、はなさ

と、ゆめさとの定数に対してフォローできないということになればね、保護者

は一生懸命、何とか仕事したい、パート行きたい、そういう保護者がいてはる

中で、何とかこの子どもを預かっていただきたい、ゼロ歳児を預かっていただ

きたいとかそういう方に対してばかにした案内書ではないかなというふうに私

は認識してます。  

 それと２点目については、先ほど待機児童が、今度、産休・育休から４名帰

ってきはるから見込みということを御答弁した。これは見込みであって確定で

はないわけや。  

 次、３点目、採用についてはね、川西総務部長は、採用年齢の引上げ、非常

に有意義なという御答弁いただきました。幅広い年齢層の採用については理解

をしてみていただきたいなというふうに思います。今後ひとつ、採用について

は適用していただくようによろしくお願いを申し上げます。  

 ４点目については、先ほどの１点目とよく似た御答弁で、それはそれでまた

後で言います。  

 それと、今度５点目について、令和４年度に向け、保育教諭の確保に全力を

挙げて取り組んでまいりますというような御答弁、今いただきましたけどね、

そこでお聞きします。例えば今年、今年度でっせ、いつ頃、正職の保育教諭を

募集を御予定されてますか。まず、それについてお答えください。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  
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 今、再質問いただきました正規職員の採用ということでございます。現在の

ところですね、来年度の保育教諭の採用については予定していないという状況

でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 教育委員会、これ、配置しはるんやけど、教育委員会はそれでいけんの。今

年募集してなかってね、採用せんでも来年度はいけますかということをまず聞

きたいんやけど。待機児童ゼロでやっていけますかということを。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 待機児童の件でございます。先ほど議員からの再質問にございましたように、

ゆめさとこども園ですね、入園案内書のほうに定員１０名と記載されておりま

すけども、保育教諭が確保できないということでゼロ歳児のクラス編成ができ

ていない、これは先ほども申したところでございます。  

 教育委員会としましてはですね、やはりできる限りですね、できる限りとい

いますか、こども園に入園を希望される保護者の方全ての思いに応えていきた

いというのが、これは常々思っているところでございます。ただですね、保育

教諭の確保については以前にも申し上げてましたとおり、相当困難な部分もご

ざいます。なかなか応募条件がミスマッチして合わないというような場合もご

ざいます。ただ、そういうような状況もございますけどもですね、引き続きで

すね、保育教諭の確保に向けて最大限の努力を行って待機児童ゼロに向けて頑

張ってまいりたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 今、部長と僕と合わんのは、部長は会計年度任用職員さん、それとか任期付

の職員さん、再任用の職員さんを対応して、それは対処していくと、こういう

ふうに今、答弁はしておりましたけどね、僕は正規職員さんを雇用されたらど

うですかという、この違い。  

 それについてね、ちょっと聞いてくださいね。僕の個人的な話ですけどね、

今ね、そこでも分かるように、平群町の正規職員ね、８月現在ですよ、２３人

いてはるわけよ、２３人。今、稼働してる分ですよ、稼働してる分。勘違いし
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やんでね、稼働してる分、２３人。任期付、再任用、これ、７人おいでになる。

会計年度任用職員約２０人、合計で５０人。これ、２園を５０人で運営しては

るわけや。８月現在ですよ、今、今年度でっせ、そこで７人が正職員が産休・

育休してはんねん。ということはね、正職員が３０人いたはんねん、３０人。

僕の計算でいくと、あと５人正職員雇いはったらどうですかと、こういうふう

になる、僕の提案は。それで約６０％に、そこそこなんねん。あとは会計年度

とか任期付とか、それから再任用の方を雇用されたらどうですか。  

 というのはね、何でこんなこと言うというたらね、これ、町長聞いててな、

公営と私立の違い、公営と私立。私立というのは社会福祉法人とか学校法人、

民間企業とか経営されてるわけや。公立、直営というのは平群町行政がこれ、

運営してるわけやろ。営利を追求しないが基本的なもんやと私は思うてんで。

行政というのはそうやん。住民のやっぱり公共福祉に寄与しはんのが原点。  

 となればね、まだ職員さんに余裕の持った、余裕の持った対応の職員を平群

町は置いとかなあかんと思う。なぜならば一時保育、それから預かり保育とか

あるやろ。一時保育はゆめさとやけど、預かり保育は両園でやったはるやん。

いつ「お願いします」と来られるか分からん。それと、特別支援児さんも、こ

の支援児さんは２対１でしょう、一応。基本的に２人に対してお一人の教諭が

必要やろ。ほな、それ皆、それが行政直営の僕はいいとこと思う。にもかかわ

らずね、待機児童出すということはこんなんナンセンスや。僕に言わせたら待

機児童出すのはナンセンス。いつでも来てください、子どもさん、６か月過ぎ

て、はい、預かりますよと、ぐらいの余裕ある職員配置を僕はしていかなあか

んと思う。それが少子化対策や、ほんまの。よそにない、これが平群町のカラ

ーやというふうなことはやっぱり持たんなあかん。  

 そやから正職員、あと５人雇用することによって３５人。何でってね、最大

が決まってるわけやん。最大決まってるというのは何が決まってるというたら、

基本的にうちのはなさとは１３０人、こっちが２６７人、もう定数決まってる。

それ以上はもう受けられへん。けれども、先生は今はそれ、９０％とか８０何％

もあんのやで、９９％もあんのやで。けれどもね、いつでもお越しになっても、

保護者から申込みがあっても先生が待機してかなあかん。それ、待機ちゃうん

やで。先生は皆、仕事してくれはんのやで。そやろ。１人制のクラスはあかん

ねやろ。これ、要するに自分自身の、その先生はね、やっぱりこんなん失礼や

けど、おトイレ行ったりとかそやろ、そのためには複数の担任でなかったらあ

かんのやろ。そういうことを決まってんねやんか。  

 そのためにもね、これ、大事なことやねけどな、町長、これ。これ、次、こ

れはね、もう政策ですわ、町長。これはもう政策的なもんですよ、町長。町長
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が「子育てしやすい、したくなるまちづくり」の一つとして、町長は待機児童

ゼロを基本として公約にされてるわけや。けれどもね、町長、ここで言うとき

ますよ。町長自身がね、この公約というのは住民とのこれは約束事やからね。

これ、大事なことや。けれども、町長の公約達成がね、町長、任期は４年あん

ねん。４年。残り１５か月ほどあんねん。町長、どうでっか。達成しましょう

な。子どものために、園児のために、乳幼児のためにも、そのためにもよそが

してないこども園というのはつくったんやろ。保育と教育を併合した施設をつ

くらはったんちゃうの。立派なこっちゃ。そこに保育教諭がおれへんてこんな

ばかげたことないよ。まだ町長、１５か月ありますよ。町長、責めてんちゃう

んやで、町長。町長の公約を達成しましょうとこう言うてんねん。  

 その点、これ、それ、だから町長、御答弁願える。何でてね、３５人を正職

員にしてたらね、あと会計年度とか任期付、それと再任用の方でフォローでけ

んねん。今、逆や。そこで確保しましょうよ。今３０人正職員おいでになりま

すので。今、産休・育休言うてはるけども、産休・育休の代行は任期付職員、

それと再任用の職員が対応してはるやろ。あとは時間給は全部会計年度任用職

員やろ。ちゃうの。町長、どうでっか。僕、言うてる提案どないでんねん。達

成しましょう。住民のための公約、達成しましょうよ、ご互いに。そのとこへ

お金投資しましょうよ。将来の子どものためやん。平群のためや。これほど何

せ、大事なことでっせ、町長。施設があっても先生がおれへんから稼働しない

って、こんなあほなことはあれへんで。ましてや、それ公立やで、町長。私立

ちゃうよ。町長、どうでっか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは馬本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 本当に貴重な提案を頂き、本当にありがとうございます。確かに私の公約で

あり、待機児童解消に向けて取り組んでいるところであります。平群町での待

機児童の発生の理由の主な原因は保育教諭不足によるものが大きいというふう

に考えております。また、特別支援を要する園児数も増えており、安心して預

けていただくよう、保育教諭の配置にも配慮しているところであります。  

 なかなか、保育教諭の確保を行うために募集を行いましたが、応募がなく、

保育教諭の確保が難しい状況にあります。確かに今現在７名の育児休業の取得

がされております。令和４年度には育児休業を取得していた４名の保育教諭が

帰ってこられます。それで、その後、現在の任期付または会計年度任用職員の

保育教諭に対して、来年度以降も勤務していただくように働きかけてまいりた
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いというふうに思っております。  

 本当に財政状況厳しい中で正規職員の採用については厳しい状況にあります

が、待機児童ゼロに向けて、年間を通して保育教諭の会計年度、または任期付

とかそういうふうになると思うんですけれども、確保していき、待機児童ゼロ

を目指していきたいと考えております。御理解よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 町長、理解でけへん。待機児童１１人いはんのやから。令和４年度の入園申

込みはこの１０月６日から１１月５日までの期間、なってんの、これ。はなさ

と、ゆめさとの入園申込みいうて、令和４年度のですよ。なってるでしょ。令

和４年度の入園申込みは１０月６日から１１月５日までの期間ってなってるわ

け。間違うてたら間違うてる言うてくださいや。ということはね、定数にはね、

町長、これね、令和３年度ですけども、この令和３年度の今年のこれもらって

きてんけど、これ入園の案内にあるわけや。この案内の中にね、町長。これ、

大事なことはね、ここにね、定員について、これ、定員に何人預かりますよと

こう書いてある。さっき言うたように、ゼロ歳ではなさと１２人、ゆめさと１

０人預かりますよと、これ、案内を渡さはるわけや、これ、保護者に。  

 これで、今度結局は、町長、今やってはるのは臨時的に、臨時的ですよ、臨

時的に会計年度職員を対応します。任期付の職員が対応します。今度４人復帰

しはったから任期付職員は４人空きますよ。その４人をまた対応しますよとい

う認識を持ってはると思うけど、町長、もうそんなことやめときましょうや。

もうきちっとちょっとね、平群で申し込んだら定数１３０人、こっちは２６７

人、定数いっぱいまでうちの平群町は乳幼児を、園児、皆、そこへ入れるよっ

て保護者が安心するような施設にしましょうよ、運営を。やっぱり、そういう

昔で言うたら臨時職員で、足らん保育士は臨時職員で対応します。もうこんな

時代は過ぎましたで、町長。そやから全部雇えと言うてませんよ。僕は６割は

正職として正職員を雇用されたらどうですかって。今３０人いてはるんよ。そ

やから、今５０人で大体９０％回してんの。あと１割は５人。ということは、

正職員３５人ぐらいなるように雇用されたらどうですか。７人今度は帰ってき

はるさかいに、今２３人稼働していただいたら３０人と新たに５人。  

 これは募集は今度１１月です。これ、町長、またね、これ、私、３月か、こ

れ質問しますよ。これ、きちっと対応してない、待機児童ゼロ違うて対応して

なかったら町長、どうしまんの、これ。町長は僕に言う、僕は町長にこれね、

どうですかという話をするだけ。しかし、保護者は違うんですよ。生活かかっ
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てんですよ、生活。それから、子どもたちの安心・安全も守られへんねんで、

乳幼児の。そやろ、町長、５人やったら５人。すぐに５人と言いませんで。来

年度は例えば２人、あと２人正職員採用しましょうと。というふうな認識をさ

れたらどうですかて。  

 そのためにも、町長、今、言うたん、誰かが言うたな。保育士、なかなか寄

りませんとおっしゃったやん。何でや、４５歳までというとこがあるか、ここ

ら辺の市町村で、雇用してるとこ。多分そんなこと言うやろな思うて、僕はそ

ういうふうに４５歳どうですかって提案してんで。これはね、どういう意味か

というたら、若いときに保育士でいてはって、民間かどっかいてはって、子育

てでおやめになって、もう４０そこそこぐらい、４５までいったら、もう子ど

もも手が離れてると。仕事しようかという人がいてはったら経験者やん。こう

いう人を雇うのがほんまやん。そやから幅広い雇用をされたらどうですかとこ

う言うてる。町長はここで返事なかなかしてくれはらへんかどうか知りません

で。そやから、５人を一つの目安として、来年度２人でもええから雇用された

らどうですかという提案に対して町長、どうですか。もう１回言うてくれるか。 

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、馬本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 先ほども答弁させていただきましたが、財政健全化の計画も立てて進めてる

ところであります。なかなか本当に平群町、財政厳しい折ではございますので、

なかなか正規職員というのはもう難しいかも分かりませんが、保育の教諭の確

保については、努力してまいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 財政健全化、緊急財政健全化、今やってはんのは、そらよう分かりますよ。

僕も分かってて言うてんの。けどもね、町長、やっぱりね、子どもたちという

のはそういうわけにいかへんで。ゼロ歳とか５歳児までは、やっぱり、保護者

もやっぱり安心・安全な施設へ預けたい。この熱意はあると思うよ。定数があ

んのに保育士が足らんために定数割れします、全員入ってませんて、こんなん

恥ずかしい。そやから町長ね、公立と私立だけ絶対区別してください。それは

認識していただきましたかな。それだけ最後に聞きますわ。公立と私立の、僕

はこういうふうに思うてますよ。公立と私立の運営の違い、町長、認識してい
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ただいてますか。  

○議  長  

 西脇町長。  

○町  長  

 馬本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 当然公立は公立のいいとこがあります。営利を目的にしないということで、

それについては保護者が安心して預けていただけるように、それは努力してい

きたいというふうに考えております。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 ほんなら、そんなん言うたら私立悪いとこばっかりかって、私立は私立のね、

そこの英語やったら英語のとこに重要視してる私立の保育所もあんねや。それ

は公立は公立のデメリットもメリットもあんねん。ちょっとぐらい勉強してき

たけどね、けれどもね、町長、公立というのはね、いつでも預かりますよと、

枠内、２６７人、１３０人の枠内はいつでも預かりますよという体制づくりは

絶対してかんなんあかんということだけ認識してくださいや。この問題はまた

聞きますよ。これ、１１月５日に終わるんでしょう、申込み。その結果どうや

ったんて。これ、１２月には聞きません。３月議会で聞きます。もう次、予告

していきますわ。  

 やっぱりね、保育士さんはいろんな病気になったりね、人間やからね、いろ

いろあります、体調崩したり。そやからそういう方のためにもね、予備人員と

いうたら違うで、勘違いしやんといてや。公立はそのぐらいの先生の余裕を持

った運営をして初めて公立のよさとちゃいますかということを言いたいねん、

僕は、町長に。それはよく、それは財政上の問題で意味は分かっておりますけ

どもというのがおっしゃる、その心の中で思うてはると思う。財政上の問題で、

今、馬本議員言うてはることはよく理解できますけども、財政上の問題でうん

とは言えない、言いづらいというふうにおっしゃってる。  

 けれども、町長、公約ですよ。僕はね、町長が公約してなかったらこんなん

言わへん。しつこう言わない。途中で雇用するて、よそかてね、いろいろ聞い

てるけど、よそでいろいろとあるみたいね。また建つみたい。保育、どういう

施設かな。何か子どもに関しての施設が建つみたい。もう聞いてんねけど、余

計、より一層、保育士足りませんよ。なるようになると思いまっせ。そやから、

来年度のことも考えて、あと１５か月しかないからね、町長。対応はちょっと

考えなはれや。今日はこのぐらいにしときますわ。もうこれ以上言うたって町
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長答え出まへんやろ。そやけども、公立の、直営のこども園ということだけ認

識していただいたということだけはより一層理解していただけたら結構です。  

 私の一般質問はこれをもって終わります。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、馬本議員の一般質問をこれで終わります。  

 １０時３０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時１８分）  

 

再    開  （午前１０時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号８番、議席番号６番、植田議員の質問を許可いたします。植田議員。 

○６  番  

 それでは、私のほうからは大きく２点にわたって質問させていただきます。  

 まず１点目、ごみ減量対策についてであります。  

 平群町はごみ減量化に有効だとして、２０１３年、平成２５年１０月から指

定袋による可燃ごみの有料化をスタートさせました。しかしながら、家庭系の

可燃ごみが前年度より減ったのは平成２６年度と２８年度のみで、２９年度以

降は毎年度、より上回る状況が続いています。特に３０年度、目標値として３，

０５０トンをしていましたが、実績は３，２８６トン、令和元年度については、

同じく目標値は３，０５０トン、しかしながら実績としては３，４３４トン、

令和２年度についても、３，０５０トンの目標値に対して３，５９９トンと年々、

ここ二、三年、近年では乖離が広がっているという状況です。  

 この現状をどのように分析しているのか、また、令和３年度は目標値自体を

３，０５０トンから３，２５０トンに引き上げるなど、減量と逆行する処理計

画となっています。ごみの減量にどのような方策を持って取り組んでいこうと

されているのか、お聞かせください。  

 二つ目については有価物の集団回収での実績も年々減少が続いていますが、

その要因をどのように考えているのか。  

 そして、この問題での三つ目にごみ処理の広域処理について、現状進んでい

るのか、いないのか、現状をお聞きかせください。  
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 大きく２点目は、こども園の待機児童の問題です。  

 私はこの間、毎議会のようにこの問題を取り上げてまいりました。待機児童

の推移を見ると、２０２０年度、令和２年は５名の保育教諭を新規採用したに

もかかわらず、待機児がゼロとなったのは４月のみで、５月から待機児が発生

し、年度内に解消されないままの状態が続きました。２０２１年度、令和３年

度、今年度は２名の保育教諭を採用いたしましたが、４月時点で１３名の待機

児が発生し、９月時点で、現在１１名となっている状況です。これは二、三年

前に比べて年度の早い時期から待機児が２桁になっており、絶対的に保育教諭

が不足状態が言わば改善されていない状況が続いているということでありま

す。  

 今後も申込みも増えることが予想され、今年度についても、これから申込み

が増えることも予想されます。近隣でも実際に待機児は出ているのは私も知っ

ております。しかし、人の確保ができず、待機児が発生しているのは平群のみ

ではないかと思われます。この状況をどう打開しようとしているのか、行政の

お考えをお聞かせください。  

 以上、大きく２点にわたって質問させていただきます。明確な御答弁よろし

くお願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、植田議員の御質問でございます。大きな１点目のごみ減量対策に

ついてお答え申し上げます。  

 平成２５年１０月から家庭系可燃ごみの有料化を行い、平成２６年度の実績

は有料化前の平成２４年と比較いたしますと、約２５％の削減ができたところ

でございます。その後、平成２９年度までは微増で推移しておりましたが、平

成３０年度からは増加傾向となっており、議員御指摘のように、処理計画の目

標値と実績値との乖離が広がっておるところでございます。  

 このことにつきましては、本年２月２６日に開催をいたしました廃棄物減量

等推進審議会においても、計画処理量算出の現状と目標値の設定について御説

明をしたところでございます。このことは、有料化によってもたらされた減量

意識が次の減量対策を行えないまま、５年の歳月の経過によって薄れてしまっ

たものと考えております。  

 また、今後の減量化に向けての方策でございますが、以前から提案していた

だいております生ごみの堆肥化や、その他方策を検討するのですが、収集体制

の構築や設備にかかる費用、委託にかかる費用や新たな人員の配置などを考え



 

－１９８－ 

ますと、厳しい財政状況の中、新たな方策を打ち出すことは現時点では困難で

あると考えておるところでございます。  

 次に、有価物の集団回収についてでございます。こちらも平成２６年をピー

クに回収量は減少しておるところでございます。要因といたしましては、スマ

ホやタブレットの普及によります書籍のデジタル化によって、紙媒体の本であ

るとか新聞というのが減っているのも一つの要因であろうと考えております。

また、平成２９年度から役場におきまして、紙資源の拠点場所を設置したこと

によりまして、曜日や時間に関係なく回収できる利便性から、こちらに出され

ている方も多いと思われます。ただ、古紙などの有価物の価格が下落している

ことを踏まえ、各団体においても集団回収のメリットが薄れていることもあり、

各家庭で可燃ごみとして処理されることも相当量あるのではないかと推測され

るところでございます。  

 次に、ごみ処理の広域化の現状についてでございます。昨年８月２０日に開

催いただきました議員懇談会におきまして、ごみ処理広域化に関する報告をい

たしました。議会に報告できる内容といたしましては特段の進展はございませ

んが、近隣の市町との連携により、広域処理を目指しておりますが、これは相

手のあることであり、デリケートな案件であることから、どの自治体といつ頃

にというふうなことにつきましては、現時点ではお答えできませんが、具体的

な方向性が見えてきた時点で議会への説明を行いたいと考えておるところでご

ざいます。  

 併せて、今後、現施設での焼却ができなくなることから、ごみの積替えがで

きるような施設改修などの検討も必要と思われますので、一定のスケジュール

感を持ち、財政当局と協議しながら進めてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 今、部長のほうから答弁あったんですが、減量についての新たな方策を出す

というのは、今聞いたのはできないという状況、そういう答えだったと思うん

ですね。厳しいというか。そんなこと言ってたら、平群町の焼却炉も持たない

し、基本的に今後、広域化が進むとしたら、そのときにもどれだけやっぱり可

燃ごみを減らしていくのかということが平群の財政にとっても大きなウエート

を占めるわけですよね。環境の問題も含めてそうですけれども、どれだけやっ

ぱりそういうものを減らしていくのかということが財政面でも私は非常に重要

になってくると思うんです。それに対して新たな施策は取れないというのはあ
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まりにも、言うたら、情けないといおうか、本当にこれ、ごみ減量していく気

があるのかということを疑いたくなってしまいます。  

 有料化したらごみが減るんだといって有料化したけど、結局ごみが減ること

はなくってごみが戻ってきてる。じゃ、それに対して町としてどういう対策を

取るのかということに対しても新たな方策が出せないというのもね、もうこれ、

ずっとこの間、議会でもいろいろ、他の議員からもあったと思うんです。うち

も山口議員もこの問題を取り上げてますので。そんなことでは困るわけでして、

私たちはこの間、言ってましたように、とにかく分別を徹底してもらうと。そ

のための努力を平群町はもっと住民に対して、説明会、斑鳩のようにですね、

あそこも有料化の前に分別の徹底をするために相当やっぱり時間もあれもかけ

て、住民さんに協力を得て、今、非常にそういう意味では生ごみも含めて減っ

てきているという状況があるわけでしょう。お隣に、言うたら、そういうふう

に見本というか手本となることでごみ減量を続けてるところになぜ学ばないの

かということが私、この間見ててすごく思うんです。とにかく有料化してしま

えば、それ、そうなれば最終的には有料化が目的であって、減量はあんまり最

初から、何というんですか、減量化することにはあまり熱心でなかったのか、

有料化さえすればいいのかという、結果的にはそういう状況に今なってます。  

 そこで、この間、堆肥化の問題なんかも言ってきました。生ごみもそうです

し、まずは剪定枝の堆肥化というのも、これ、三郷でやられてますし、だから

それも、言っても、結局清掃センターのダイオキシンの、焼却灰の搬出をして

からしかできないとかいう、常にそういう、何というんですかね、後ろ向きの

答えしか返ってこないんですね。そんなんであれば住民さんも協力がしようが

ない。住民に協力を得ようと思えば、まず行政がきちっとその方策を持つとい

うこと。そして、町としてはこういうことでやりますので、住民の方々はこう

いう協力をお願いしたいということを持たない限りね、ごみは減らないという

ふうに私は思っています。  

 そういう意味ではごみ減量に対するトータル的な政策、方針、方向性という

のは行政としては絶対持たないと駄目だと思うんですね。それを先ほどのよう

に新たな方策は厳しいみたいなことを言ってたんではですね、もう到底減る、

ごみを減らすということにつながっていかないし、と思うんですけれども、そ

の点について行政としてどのように考えておられるのか、再度お聞きをしたい

と思います。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  
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 それでは、植田議員の再質問にお答えさせていただきます。  

 ごみが有料化から減っていないというふうな御指摘でございます。そのこと

につきましては先ほどの答弁で申し上げましたように、確かに町としてもその

現状については認識をしているところでございます。おっしゃられたように、

２５年の有料化が本当に効果があったのかという部分の検証も含めてとは思い

ますが、今の現状の数字だけを見る限りにおきましては、ちょっと誤解を恐れ

ずに申し上げましたら、今、有料化のいわゆる住民さんに御負担をいただいて

いる金額というのが本当にごみの減量化の一つの動機づけになっているのか、

また、本当に有料化がよかったのかというのは再度、そこは検証といいますか、

効果が出てるのかどうかということは再度考えなければならないことやという

ふうにまず認識をしております。  

 これも議員の御指摘のとおりなんですけども、ごみの減量化というのは確か

に行政が汗をかいて、まず旗を振って、先導していって、お願いをしていくと

いうところでございます。その上で住民の皆様方に御協力をいただくというふ

うなスタンスで進めていくわけでございますが、なかなか結果として、ごみは

燃やすものやというふうな感覚が行政からも離れないということ、また、財政

的なものも含めてなんですけども、そういうふうなことが今までできてきたと

いうふうな土壌もございましたので、そこは今後、平群町の焼却炉の存在自身

がなくなっていくということを、将来的なことも含めてございますので、そこ

は十分に意識を持ちながら進めてまいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 ほんまそこは意識を持ってもらいたいし、そういう総合的なごみ減量につな

がる平群町としての方針というのはね、やっぱり早急に立てるべきだというふ

うに思ってるんです。このままほっといたらどんどんごみは多分増えていく状

況があると思うので、そのことが結局平群町の財政にとっても大きな負担にな

りますし、今後広域化に進んでいくとしたときにもどれだけ減らして、言うた

ら広域化の中に入っていくことがですね、やっぱりそこでも平群町の負担が少

なくて済むというのは、これは５市町のときにでも、言うたら搬入するごみの

量によって運営費の負担割合を決めるということになってましたから、そこで

どれだけ減らせるのかということが将来的にずっとやっぱり平群町の財政にも

関わってくる問題なんですね。これ、そういう意味では総合的な平群町のごみ

減量に対する方策、対策というのを近々につくるべきだというふうに思うんで
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すけれども、この点について、もうほんまやったらもっと前の、今年度なんか

その実施に入っていかなあかんところやと思うねけど、今年度中、少なくとも

一定の方向性というのは持つべきだと思うんですけども、行政としてはそこら

辺、どのように考えておられますか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 植田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 基本的には議員お述べのように、一定、今後のごみ処理の在り方という部分

につきましては、一定の方向性というのは必要であるというふうに考えており

ますし、また持たなければならないという、御質問のとおりで、できていない

ところは非常に猛省すべきところかなというふうに思っております。こういう

ことも含めて今後、今まで対応ができていなかったことも反省しながら、ごみ

の減量化につきましては、ちょっと総合的な対策も含めて庁内のほうで検討し

てまいるということは考えておきたいというふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 もうこれ、本当に近々にやっていただきたいというふうに思います。最初に

申しましたように、目標値が今年度については前年度を緩和した形になってる

わけでしょう。全くごみ減量に逆行した形での目標値で設定してると、もうそ

のこと自体が、行政側のごみの減量化に対する姿勢というのがもうここに映っ

てるんではないかなと私は思います。そういう意味では、もうとにかくこの問

題、住民の方にも御協力を得ることはたくさんあると思いますが、まずは行政

としてきちっと方向性を出して、その先頭に行政が立つということを示す中で

住民さんに十分な理解を得て、協力を得られる体制をつくるべきだというふう

に思いますんで、まずは平群町としてのごみ減量についての方向性というんで

すかね、手段、方法等を近々につくることは、これはもう近々の課題というか

もう早急にやっていただきたいということは述べておきたいと思います。  

 以上でこの問題は結構です。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、植田議員御質問の２項目め、こども園の待機児童問題についてお
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答えいたします。  

 議員御指摘のとおり、ここ数年、こども園での入園保留が発生しております。

入園保留が発生し、解消できない原因は保育教諭の不足によるものが一番の要

因ですが、令和３年度では４月当初の新規入園申込みが増加したことも一因と

なっております。  

 もう一つ大きな要因として、ここ近年の入所申込みの動向を見てみますと、

総数の増加傾向に加え、おおむねゼロ歳から２歳児までの年齢層で申込みが増

えている点です。こども園では保育教諭の不足や定員超過などの理由で受け入

れできず、また、町内にはゼロ歳児から２歳児の受皿として、認可外も含め民

間等の施設がなく、町立こども園しかない状況であります。他市町村での町外

保育などの受入れも厳しい状況と聞いております。町立こども園での入園保留

児の解消ですが、来年度には４名の保育教諭が育児休業から復帰する見込みで

あります。その復帰する４名の保育教諭とその育児休業代替の任期付職員に引

き続き勤務していただくことで、待機児童は解消する見込みであります。しか

し、私たちが試算しました入園希望者を大きく上回った場合は待機児童が出る

可能性も否定できません。引き続き関係課が連携し、保育教諭の確保に全力を

挙げて取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 先ほど馬本議員からもこれに関する質問があったと思うんですけども、本当

に平群町の場合ですね、ゼロ歳から２歳というのは常にもう待機児として出て

る状態がここ数年ずっと続いてるわけですね。やはりここはもう、それと保育

教諭の確保とおっしゃるけど、任期付や会計年度ではやっぱり集まらないとい

うのはこれもずっと私、この間、言い続けてきた問題です。やっぱり正規でも、

去年と今年であれば募集かけて来はった人数も減ってるというふうに聞いてる

んですね。言うたら、採用の申込みに来られた方自体も減ってると。  

 ということは、正規でもやっぱり確保がね、そんだけ募集しても来ないとい

う状況があるわけです。だから、ましてや、そんな中で任期付や会計年度で人

が確保できないというのはもうこれは明らかだというふうに思うんです。そう

いう意味ではやっぱり正規の職員をきっちりと増やしていくということが非常

に大事だと思うんですけれども、今、部長おっしゃったように、町外保育もな

かなかできにくくなっている状況が、それぞれが、自分の自治体の子どもたち

を受け入れるので町外からの保育を受けるというのが枠が狭まってきてること
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もそうですし、そうなればなるほど平群に住む子どもたちは平群町がしっかり

と保育ができるという状況をどうつくるのかというところにやっぱりきちっと

使命感ですね、そこを持っていただきたいというふうに思います。  

 そういう中で４名、来年度、復帰をするという、今のところ予定ですよね。

ただ、やはり今、こども園の先生方、若い先生方が多くなって、予定をしてい

てもそのまま育休、あるいは産休・育休の継続に入るということもこの間、そ

ういう事態も発生しているのは確かなんですね。そういった中で私もこれまで

提案をしてきましたが、先生たちの育休に対する意向調査はしてるけれども、

やっぱり保護者、保護者と言うたらおかしくて、平群に住む若いお母さんたち

の保育ニーズというのもね、年間１００人も今、切ってますよね、平群町で子

どもたちが生まれてるのが。少なくともそういうところにも、いろんな機会で、

子どもの乳児健診やいろんなところがあるわけですから、いろんな案内も送っ

てるわけですから、そこでのニーズ調査というのがやっぱり私はこれは、なか

なか雇用するのが大変やって言うんやったら、きちっとそういうのも行政とし

てつかんでやるべきだと思うんです。  

 そういうことをやっていただいて、じゃあ何人の先生が必要になるのか、じ

ゃあ、それに対してどう配置をするのかということを、そこまで大変や、大変

やと言うんやったら緻密にやる必要性を私は十分、そのことはやらなければな

らないと思いますし、ある意味いろんなことがありますから、私もフリーの保

育士というんですかね、自由に動ける先生というのはやっぱり配置をしておく

べきだというふうに思います。  

 そういうことも含めてですね、やっぱり保護者に対する保育ニーズというの

も私はとるべきだと思うんですけども、そして、待機児を出さない。もう４月

から出るような状況は絶対に避けるべきですし、年度途中でも一定受け入れら

れる保育士の確保というのは必要だと思うんですけども、町長もね、馬本議員

もおっしゃったし、私も言ってきましたが、町長の公約でもあるわけですから、

待機児ゼロというのはね。やっぱりそこはこだわっていただきたいというふう

に思います。  

 そのことが、平群町に行けば安心して子どもがこども園に預けられて仕事も

できるということが平群町にひとつ転居してこようというきっかけにも私はつ

ながっていくと思いますし、そのことが平群町の発展、税収の面でも、それか

らまちづくりの発展でも、今、平群町は少子・高齢化が進んでますから、そこ

に歯止めをかける一つの方法でもあると思います。まずは今、若い世帯が住も

うと思うところに保育所が入れるというのは大きなメリットだと思いますの

で、施設、定員がいっぱいで入れないんではなくて、保育教諭が確保できない
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から入れないということはこれはもう本当に恥ずかしい、行政としてはね、恥

ずかしいことだと私は思います。この点についても再度御答弁を頂きたいとい

うふうに思います。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいま議員のほうから待機児童の問題について、いろいろ御指摘も含めて

頂いております。質問にもございましたけども、ゼロ歳、１歳、２歳児の待機

ですね、これ、常に発生してると、そういう状況でございます。今年度、令和

３年度と２年度の当初の申込み数も見てみますと、やはりゼロ歳児、１歳児、

２歳児で待機の数が増えとると、これが正直なところでございます。  

 今、我々ですね、保育教諭の不足もございますので、任期付職員、会計年度

任用職員の採用も併せて確保に努めております。努めておるんですけども、応

募希望があってもですね、勤務時間とか勤務条件面でちょっとミスマッチがあ

って、なかなか雇用に至ってない、そういうところもございます。  

 あと、保育教諭が不足しておって待機児童が出ているのは平群町だけではな

いかというような御質問もございましたけども、奈良県のほうで資料が出てお

りまして、その県の情報によるんですけども、令和３年４月１日現在で県下で

複数の団体で待機児童が発生しております。平群町では令和３年４月１日現在

１３人、三郷町で５人、斑鳩町５人、王寺町で１２人ですか、そういうような

状況もございます。ほかでもですね、大きな市でそれなりの待機児童が発生し

ておりますけども、そもそも申込みの児童数が違いますので、申込みの数が比

較的似通っている近隣の町だけを申し上げました。  

 近隣の待機の状況を見てみますと、当然保育教諭の不足によって児童の受入

れができないというようなこともございますし、申込者が定員を超過している

とか、年度途中での産休、病休、退職者、また保育ニーズと受皿が一致しない、

先ほど言いましたように、応募の希望があっても勤務時間、勤務条件でミスマ

ッチと、こういうようなことで様々な状況があるのが現状でございます。  

 それとあと、議員のほうからの御提案なんですけども、乳児健診時に保護者

の皆様にニーズ調査をしてはどうかというようなことでございます。確かにで

すね、プリズム等で行っておりますいろんな健診ございますけども、その健診

の一環として、来年度、お子様のこども園の入園をどのように考えておられま

すかとか、そういったニーズ調査は重要であるとは考えております。その辺に

ついては関係課とどのようにしていったらいいか、検討できる余地はあるのか

なというふうに考えております。  
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 それと議員、最後のほうにですね、やはり待機児童を出さない状況をつくる

ことが大事であると、そのようにおっしゃいました。我々も町の将来を考えた

ときにですね、この人口減少社会の中で若い世代の方に平群町に住んでいただ

く、そのためにはですね、やはり子育て環境の整備、教育環境の整備、充実、

そのことが非常に重要であるとそのように認識しております。待機児童の解消

ももちろんその一環であると認識しておるところでございます。今現在、令和

４年度の入園申込みを行っておりますけども、まだ職員の配置体制が確定して

おりませんので、来年度どれだけ受入れできるか、その辺は確定しておりませ

んけどもですね、引き続き任期付職員、会計年度の雇用も含めて保育教諭の確

保に努めてまいりたいと考えております。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 一定保護者の側のニーズ調査というの、いろんな方法も考えていきたい、そ

れはぜひやっていただきたいのと、ごめんなさい、先ほど、もう１点聞くのあ

れやったんですけど、９月１日現在１１名の待機児ですよね。それもゼロ、１、

２、また保育士の数としては、何人かな、４人、今この待機児となっている子

どもたちが保育園に入ろうということになれば、ゼロ歳児で２名、それから１

歳児で２名あれば受入れ可能、ほんで、これ、２歳児なんですけど、これも１

名いますよね。だから５名の保育教諭が確保できれば、今の待機児、今９月１

日現在のですよ、待機児は解消できるということだと思うんです。それはそれ

で間違いないのかね。ちょっと決算資料でもらった分で言ったら、受入れ枠は

２歳児ゼロとなってましたので、ゆめさとで２歳児で２名は受入れ枠がまだ残

ってると思いますのでね。そう考えたら２歳児で１人出てるわけですから、言

うたら５名の保育士、今、待機している子どもたちが園に入ろうと思えば５名

の保育士が確保できればということになる。なかなか５名というのは確保でき

ない。ましてや任期付や会計年度なんかではね。  

 これ、まだ９月の時点でこれですから、これから、まだまだ６か月の子ども

たち、６か月を過ぎて預けれる条件が増えてくる子どもたちが増えてくること

も確実にこれまでの年度別見ててもそのことが分かるんですけれども、そうい

う中で、言うたら丸々ここから１０名以上の方がずっと３月末まで入れなく、

待機児のままでいくということは、もうこの間の状況から見たら明らかにその

ことは分かるんですよね。そういう中で町としてね、もうとにかくそれを少し

でも減らす、待機児を減らしていくという観点に立ったときに、このシーズン

からでもですね、これからでもですね、正職の保育士をやはり募集をかけると
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いう立場に立っていただきたいんですけれども、その決断といおうか、行政側

が待機児を少しでも減らしていくという立場に立った対応というのはもうそこ

しかないというふうに思うんですけども、そのお考えは町長、ありませんか。

今の時期で正規職を募集したからといって、来てもらえるかどうかというのは

分かりません。だけど、そういう努力をやっぱり行政として私はすべきだと思

いますが、その点について町長はどのようにお考えでしょうか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、植田議員の質問にお答えさせていただきます。  

 先ほどの馬本議員にもお答えさせていただいたんですけれども、平群町、財

政本当に厳しい状況であります。緊急財政健全化計画を立てて、今それを進め

てるわけでございます。なかなか正規職員については採用が厳しい状況であり

ますが、年間を通じて保育教諭の確保には努めてまいりたいというふうに考え

ております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 やっぱり正職で雇用しないと来ない、私はそこにやっぱり、町長の政策で判

断が頂きたいなと非常に残念でなりません。地方交付税なんかも平群町増えま

したよね、今回、かなり。そこら辺も活用して平群は本当に子育て応援で頑張

ってるんだというね、そういう町の何か、カラーというのかな、町の特色的な

ところをやっぱり出して、若い世帯を呼び込むという努力を私は絶対していた

だきたいなと。そういう意味では、今の非常に後ろ向きな町長の答弁について

は非常に残念でなりません。もうこれはこれ以上言っても多分答えは変わらな

いと思いますが、本当に町の将来を考えるときにやっぱりどこにスタンス、重

きを置いてやるのかというところではね、私は将来的に若い世帯が住みたいな

って思ってる町を平群でつくっていくことが人口減少やいろんな部分で町の活

性化につながるということを申し上げまして、私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、植田議員の一般質問をこれで終わります。  

 １１時１５分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時０６分）  



 

－２０７－ 

 

再    開  （午前１１時１５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号９番、議席番号８番、森田議員の質問を許可いたします。森田議員。 

○８  番  

 ただいま議長の許可を頂きましたので、通告どおり、出生者の減少による小

中学校のあるべき姿、農業用水の管理、竜田川の水質の３点を質問いたします。

町長はじめ皆様には質問に真摯に向かい合っていくことを冒頭お願いいたしま

して、質問に入ります。  

 最初は出生者の減少による小中学校のあるべき姿についてであります。  

 本町の新生児は令和２年７２人、令和元年８０人、平成３０年９２人、平成

２９年が８４人、平成２８年９３人、平成２７年１０５人、平成２６年７４人

と、ほぼここ１０年１００人を切っており、昨年は初めて８０人を切り、７２

人でした。また、転入者や転出者を加えた年少人口は、ゼロ歳児では７７人、

１歳児では９４人、２歳児では１０３人、３歳児では１１７人、４歳児では１

１６人、５歳児では１３７人で、平成３０年より転入者から転出者を差し引い

た年少人口は１００人程度、極端に減少して極端に少なくなっております。こ

の状況では小学校１クラス児童３５人学級としますと、１学年３クラスであれ

ば十分足りるわけで、中学校も同様であるというように思います。令和２年度

の人口は７７人であることによってですね、場合によっては２クラスでよいと

いう状況になると言わざるを得ないと思います。  

 そこで、出生者や年少人口の減少をどのように認識しているのか。それに伴

って小中学校の在り方そのものをどうするのか、方針を示す時期に来ているの

ではないでしょうか。  

 次に、農業用水の管理についてであります。  

 平群町の基幹産業は農業であります。農作物を作るには土、太陽、水、肥料、

何一つ欠けても作物は育ちません。土、太陽、肥料はさておき、水は農業に欠

かすことはできません。農家、農業の生命線と言うべき水がなければ稲も野菜

も果物も作ることができないわけであります。  

 そこで、農業用水について３点お尋ねします。  

 １点目は橋本ダム改修計画等についてです。  
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 （１）橋本ダムの改修計画のことですが、風船ダムを具体的にどのように、

いつまで改修する計画でしょうか。  

 （２）橋本ダムと同時期に設置しました椣原、西向、梨本、下垣内の四つの

ポンプアップ施設の老朽化対策はできているのでしょうか。  

 ２点目は、町内の水利組合についてであります。  

 町内には水利組合が水系ごとにあると聞いておりますが、幾つあるのですか。 

 （２）水利組合は農業の、農家の生命線である水を利用する権利、権限はど

のようになっているのでしょうか。  

 ３点目は、町道を占用してる農業配水管のことであります。  

 （１）農業配水管の維持管理はどのようになっているのですか。  

 （２）町道を占用しているわけですから当然、町道占用許可を受けているの

でしょうね。また、町道を占用してるということは占用料が発生していますが、

その辺のところをいかがなっておりますでしょうか。  

 なお、農業用水につきましては、平成２７年の９月議会で取り上げまして、

５年を経過しておりますので、進捗状況等確認の意味で再質問させていただき

ました。  

 最後に、竜田川を鮎が泳ぎ、蛍が飛び交う川にであります。  

 奈良盆地の河川は全て大和川に流れ込んでおります。昭和４５年のＢＯＤは

２１．４ミリグラム・パー・リットルで大和川は一時汚い川の代名詞でありま

したが、国交省近畿整備局大和川河川事務所の資料によりますと、令和元年の

大和川のＢＯＤは２．４ミリグラム・パー・リットルと大幅に改善されている

わけであります。  

 町の資料によりますと、大和川に流れております本町の竜田川本流、支流の

水質は近年悪化してるように私は思うわけであります。６０年前は竜田川で水

遊びをでき、泳げた、蛍が飛び交っていたという話をお聞きすることがありま

す。私が４０年前、本町に引っ越しした折の竜田川の本流、支流とも家庭から

排出した洗剤等の泡などが浮遊し、汚染されていましたが、それより大幅に改

善されていることが事実であると思うわけでございますが、もっと竜田川の本

流、支流の水質改善を図り、鮎が泳ぎ、蛍が飛び交うようなきれいな川に上流

の生駒市、下流の斑鳩町と推進すべきではないかと思います。  

 そこで２点お尋ねします。  

 １点目は、水質検査についてであります。水質検査はいつ誰が水を採取して、

どこで検査をしているのですか。  

 ２点目は、５年前の２０１６年、平成２８年度より本・支流の水質が悪化し

ているのではないかと思うわけですが、要は生駒市から流れてきた水が平群町
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を通って斑鳩町に出るときの水の水質がどれぐらい汚れているか、悪化してる

かということを問題にすべきではないかと思います。  

 以上、３点質問しました。簡潔明瞭な答弁をお願いします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、森田議員御質問の１項目め、出生者の減少による小中学校のある

べき姿についてお答えいたします。  

 まず、１点目の出生者や年少人口の減少をどのように認識しているかについ

てですが、人口減少社会の進行に伴い、未曽有の少子・高齢化が進行していま

す。平群町においても、２００２年、平成１４年に２万５１７人をピークに減

少傾向が続いています。平成２８年３月策定の平群町人口ビジョンにおいても、

令和３年以降も出生者、年少人口とも減少が続き、人口減少対策は喫緊の課題

と捉えています。  

 ２点目の小中学校の在り方そのものをどうするのか、方針を示す時期に来て

いるのではについてですが、小中学校の在り方については、平成２２年１０月

に策定した町立小学校再編アクションプランにおいて、平群北小学校の存続と

残り３校を統合する、いわゆる２校案での再編を決定いたしました。その後、

様々な経過を経て、平成２６年４月には現在の平群小学校が誕生しましたが、

南小学校の統合については凍結状態になっており、その後の議論において、４

校を２校とするアクションプランは廃止となりました。併せて、将来の学校再

編については、子どもたちにとってよりよい教育とよりよい教育環境の整備を

考え方の基本として、今後の児童数の推移を注視しながら、小学校を取り巻く

環境や状況の変化に応じて、保護者や地域の皆様の意見を聞きながら検討、協

議を行っていくとされた経緯がございます。  

 少子化における教育環境の課題として、児童・生徒の人間力形成には集団で

関わり合える環境が必要とされています。しかし、少子化が進み、学校が小規

模になることで１人の役割が大きくなり、想像以上の成長を生み出すこともあ

る一方で、集団で学び合うという視点からは学習面や生活面などで制約を受け

ることも多いとされています。これから一層進行していく、人口減少社会にお

いて児童・生徒に生きる力を育む学校環境をどのように保障していくのか、そ

の検討が必要になっています。  

 平群町の出生数を見れば、令和２年は７２人となっており、今後も大幅な増

は見込めません。また、年少人口、ゼロ歳から１４歳ですが、これにおいても、

今後も減少すると予測されています。このまま推移すれば学級編制に影響を及
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ぼしかねない状況となっています。小中学校の在り方を考えたとき、少子・人

口減少社会に対応した活力ある学校づくりの方向性が大切です。子どもたちが

豊かに学び合うためには一定規模の集団が必要であり、同世代の子どもたちの

集団、複数の学年にまたがった集団など、目的に応じて集団を多様に構成する

ことが望ましいとされていますが、少子・人口減少社会では、こうした集団を

構成することが難しくなってきていることから、地域の実情に応じた方策が必

要になってきます。  

 そこで、人口減少社会を強みに転換して、町内３小学校、中学校、それぞれ

において、地域に根差した学校づくりを推進していくことが考えられます。学

校区ごとで魅力ある、特色ある学びを実現するものです。学校と地域が双方向

で魅力ある学習を展開するためには、これまで以上に学校、家庭、地域が連携

することが必要です。教育委員会も学校、家庭、地域をつなぐコーディネータ

ーとしての役割が一層求められています。いずれにしましても、子どもたちに

とってよりよい教育とよりよい教育環境の整備を考え方の基本として、今後の

児童・生徒数の推移を注視しながら、学校を取り巻く環境や状況の変化に応じ

て小中学校の在り方を検討してまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。添付しております資料、表はですね、質問に当たり、

人口は住民生活課、児童・生徒数は教育委員会、出生者数は健康保険課から頂

いたデータに基づいて作成しました。ただ、７歳児、小学校２年生の欄を御覧

いただきますとお分かりになると思うんですけども、人口より小学校の児童数

が多くなっております。これはちょっと６歳児の児童と違ってるんじゃないか

なというふうに、マイナス７となっておりますので、これはもう一度私も精査

したいと思いますが、皆さんにも精査していただきたいというふうに思ってお

ります。  

 それでは、再質問させていただきます。  

 私同様、人口減少対策は喫緊の課題というふうに皆さんも捉えておられると

いうことで、数字を見る限り当然のことであるというふうに私も思います。先

ほど巳波部長から人口ビジョンの話が出ました。当然、この策定に当たっては

当時、巳波部長が窓口で作られた資料でございますので、２０２０年ですかね、

令和２年ですかね、のことも数字も出ておりますので、これもきっちり検証し

ていただきたいなというふうに思うわけでございますが、お隣の三郷町ですね。
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お話お聞きしますと、北小学校の教室が足りなくなっていると。これは教育委

員会も御存じだというふうに思っておりますんですけども、これ、なぜかとい

うことを考えた場合、皆さんいろいろ人口対策といろいろ言われるんですけど

も、北小学校の校区に新しく住宅地が開発されておりますね。それがやっぱり

人口対策としては一番の効果があるのは私は住宅ストックじゃないかというふ

うに思うわけですね。  

 これを今、議論するつもりもございませんが、この問題についてはですね、

人口対策については教育委員会も職員の皆さんももう町の課題というふうに捉

えておりますので、これはこれとしてですね、２点目の小中学校の在り方を検

討する。当然、検討するに当たっていろいろ話が出てくるんですけども、義務

教育というのはいろいろ制限があってですね、文科省からもいろいろ通達とか

考え方は示されております。私、思いますのにですね、義務教育であっても学

校づくり、特徴ある学校づくりをしないとこれからいけないんじゃないかと。

このような話をしますと学校の統合の話がすぐ出てくるわけですけども、やは

りそうじゃなくて学校教育を、例えば語学に特化するような教育の放課後授業

として特化するようなもの、ＩＴに特化するようなもの、そういうことをやれ

ば３校でも十分維持できるんじゃないかなというふうに私は思います。  

 私も何回も申し上げましたが、四、五年前に四国のお遍路を歩いたときに一

番感じましたのは学校がなくなると地域が衰退する。村がなくなってるという

話を実際に地元の方から聞いておりますので、これについてはですね、西小学

校と平群東小学校が平成２７年４月に統合されたわけですけども、その辺の検

証もぜひともやっていただきたい。その辺の人口動態も含めて検証することも

一つの方法じゃないかと思いますので、学校の在り方についてもう一度、再答

弁お願いできませんでしょうか。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいま議員のほうから特色ある学校づくりについて、当然、小中学校はも

う義務教育でございますので、いろんな制約があるとそんなようにおっしゃっ

ていただきました。これについては全くそのとおりなんですけども、小中学校

におきましては文科省が定めた教育課程、そういうものがございますけども、

それに基づいて各学校長がそれぞれの年間の教育計画全体を策定すると、そう

いった中で各小学校において個々の教育が展開されている、そのように理解し

ていただけたらと思っております。  

 質問にもありますように特色ある学校づくりと、その件についてでございま
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すけれども、一例でおっしゃっていただきましたけども、語学に特化した授業

とかＩＣＴに特化した授業とか、そういったものについて例を挙げていただき

ました。我々が何が特色ある学校づくりなのかと考えてみましたけども、これ

も一例ですけども、例えば打ち上げ花火みたいな単発的なものではいけません

し、教育課程で学校教育を推進する中で学校長だけの思いで実施できるもので

はございません。あくまでも特色ある学校づくりについては持続可能なものに

していかなければならない、そのように思っておるところでございます。  

 その中でどんな特色を出せるのかというのを考えたときに、非常に難しい問

題もございます。たまたま、まれにですね、例えば学校に帰国子女がおった場

合、そのような場合にはその帰国子女と学校の児童・生徒がふだんの日常会話

を通じて外国語を学ぶ、こういった事例も考えられますし、また、学校にたま

たま温水プールがあった場合には年間を通じて水泳をしたりですね、その水泳

を通じて体力づくりをするというような例も考えられますけども、これらにつ

いては、非常にまれな例でございます。  

 今、平群の小中学校では先ほども言いましたように、教育課程に基づいて各

授業を行っております。もちろんその中で一定の特色は出しているんですけど

も、平たく言えば平均的な教育であると。そうは言ってもですね、町内のある

小学校によっては、今、叫ばれていますＳＤＧｓの取組について進めているよ

うなところもございます。やり方としては、今やっている教育課程の中でどん

な課題があるのかを見つけて、その中で重点的に取り組んでいくような方向が

いいのではないかなとまず思っております。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 いろいろ部長から御答弁いただきましたけども、やはり義務教育であっても

やれることはたくさん、私、あると思うんですよね。３校の児童数も見ても、

南小学校が非常に少ない、平群小学校と北小学校はほぼ同人数だという、資料

に出ております。だけど、思い切って校区をなくすとかそういう取組も私、必

要じゃないかなというふうに思いますので、これから教育委員も先生方も含め

てですね、ＰＴＡの方々、学校の先生方も含めて、ぜひとも少子化対策に学校

をどうするのかと、教育をどうするのかということを議論してもらいたい。先

送りをせずにですね。もう見えてるわけですね、１０年先が。私は人口は、年

齢的に増える人口が１００人をもう切っていくというふうに推定しております

ので、その辺のことをきっちり検討していき、議論していきたいというふうに

思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  
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 この問題は結構です。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、森田議員の御質問の農業用水の管理についての小さな一つ目の橋

本ダム改修計画等についてお答えいたします。  

 橋本ダムについては、長年にわたり地元による補修や点検を繰り返し、施設

の長寿命化を図っておりましたが、機能や性能の劣化が進み、ラバーダムを膨

らましても数日で空気が抜けるという状態となり、地元から施設の更新の相談

を受けている中、農業水路等長寿命化・防災減災事業を活用して施設を更新す

ることになりました。  

 橋本ダム改修計画について、その進捗状況についてですが、スケジュールは、

令和３年度で機能診断・実施計画を作成し、詳細設計書の作成を行います。令

和４年度には詳細設計等の作業の残りと詳細設計に基づいた工事の着工を予定

しております。  

 施設の更新内容については、奈良県河川整備課や地元と協議の上、決定する

ことになりますが、現在のゴム堰での更新の場合はですね、ラバーダムの製作

に日数を要することになります。工期は１年以上に及ぶことになり、施設の更

新内容によっては完了時期が大幅に変わるということになります。  

 他のポンプアップ施設の老朽化対策についてですが、施設の点検や軽微な修

繕など、施設の管理は日常的に地元で行っていただいてるところですが、大規

模な修繕や更新について地元より相談を受けた場合は、更新内容に応じた高額

な事業費で国の補助対象となるものについては国の補助事業の活用を御提案

し、補助の対象にならないような小規模の事業については町単独の補助で提案

するよう考えております。なお、農業用ポンプの老朽化したものについては、

そのポンプ自体を新しい物に交換するというようなことでしか解決できないと

いうところがございます。  

 町内の水利組合についてですが、地域によって水利組合の在り方はばらばら

で、大字や自治会を一つの水利組合で管理してるところや、水利組合の役割を

大字・自治会そのものが行っているもの、一つの大字・自治会の中でも水系ご

とに複数の水利組合があるところなどがありまして、町内の水利組合数につい

ては把握しておりません。  

 水利組合の権限についてですが、水利組合は河川や水路などの水資源を排他

的に取水し、利用できる水利権を保有しており、農業用水を安定的に農地まで

供給するため、膨大な延長の水路や取水口などの施設の管理を行っております。
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そのため、管理している施設への工作物の設置や形状を変更する場合や、新た

に排水や分水することで水の量に変化が生じる場合は水利組合の同意が必要と

なります。また、管理されている水路に影響があるような開発行為や農地転用

行為にも水利組合の同意が必要となります。  

 町道占用農業配水管についてですが、維持管理責任について、町道占用して

いる農業用の配水管の維持管理責任は受益者である水利組合などの団体となり

ます。  

 次に、道路占用許可、占用料についてですが、施設の設置から約４０年以上

を経過しているため、書類での確認は困難ではありますが、許可されて占用さ

れておると考えております。また、占用料につきましては、道路占用料に関す

る条例第４条に基づきまして、道路占用料の免除に関する基準の「かんがい排

水施設、その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設」に該当するため、占

用料は免除となっております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。橋本ダムの改修計画についてはですね、本年実施設

計を行い、来年度に工事に着手する予定というふうに今、事業部長から答弁が

ありましたが、現状の風船ダムのようなものを造ると時間がかかるということ

は当然費用もかかるということですね。当然、時間もかかるということはです

ね。具体的にですね、今、分かってる範囲、どんなものを計画されておるとい

うふうに考えておられるのか。また、当然地元負担は、水利組合の負担もある

と思うんですけども、当然了解してると思うんですけども、確認の意味でお尋

ねいたします。  

 それと他のポンプアップ施設についてはですね、今のところ問題がないとい

うことですけども、４０年経過してるんですよね、竜田川の河川改修のときに

実施されたというわけですから。これももう少し具体的に水利組合の方とも意

見聴取してあげるべきじゃないかなというふうに思います。  

 それとですね、２点目の水利組合の数は掌握していないという答弁がありま

したんですけども、今回メガソーラーでもありましたように、水利組合の同意

が必要な土地開発がたくさん、許認可に必要な場合があるわけですね。当然、

水系の水利組合を掌握しておらないと本当に同意権者ということが分からない

んじゃないかというふうに思うんですけども、その辺のこと、どうなっており

ますでしょうか。  
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 ３点目の町道占用については、配水管の維持管理は当然水利組合でしょう。

ただ、道路占用は書類はないけども許可したと。本当に、これは以前もお聞き

したんですけど、図面がないということでしたけども、町の町道に埋設してい

る配水管を図面がないということは、これはいかがなものかなというふうに私

は思うんですね。今時点ですね、水利組合から地下に埋設してる道路の図面と

か入手しておかれないとしまいに分からなくなってしまうんじゃないかなとい

うふうに私は思うんですね。その辺のところ、どのように考えておられるのか

ですね。  

 それとですね、道路占用というのは毎年、認可を受けるんじゃないかなとい

うふうに思うんですけども、その辺がどうなってるのか。メガソーラーの発電

でも明らかになりましたけども、毎年更新手続が必要じゃないかなというふう

なこともお聞きしておりますので、その辺のことはどうなってるのか。その辺

のところをお答えください。道路占用については条例で減免することができる

ということになっておりますので、これは結構です。その辺のところ、再度御

答弁ください。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 まず、橋本ダムの工法的にどういったものかということなんですが、ラバー

ダムですね、これを更新するに当たって、そのまま同じものをラバーダムとし

て造り直すということになると事業費としてはかなりかかると、８，０００万

程度かかるだろうと。地元負担についても８，０００万程度かかるという最大

限の中でですね、地元負担についてはお約束を頂いてるんですが、基本的に橋

本ダムに係る農地の面積なんかもかなり減ってますので、当時と比べると減少

しておりますので、できればダウンサイジングといいますか、違う工法、もう

少し簡易な方法で更新できないかというふうには考えております。  

 今年度で実施計画を策定しますので、その中で工法の選定には当たっていき

たいというふうに思っております。一例で言いますと、竜田川の河川の河床、

川底に取水口を設けて、ラバーダムのようなダムを設置せずに取水できるよう

な方法が取れたらかなり事業費的には安くなるのかなと。ただ、今年度その実

施計画をしますので、その上で決定していきたいというふうに思っています。  

 それと、ほかのポンプ施設、何か所かあるわけですけれども、そのうちの１

か所につきましては既にポンプの更新の御相談を受けております。これについ

てはさほど大きな金額ではないので、先ほど申し上げた町の単独の補助事業で

来年度以降、対応できたらなというふうには思っております。その他について
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はですね、あともう一つ、上庄地域に関してなんですが、これは農業振興のゾ

ーン設定をしたいと思ってますので、その中で何らかの事業で更新が必要であ

るということであれば、できれば国の補助事業なんかも活用しながらやってい

きたいなというふうに思っております。  

 その他については、ポンプはあるけども現実的にはもう活用していないとい

うようなところもございますので、ほかについてはですね、要望ということで

は受けておりません。また、こういった水利、利用されてるとこの農業者の方

とはよく顔を合わせていろんな話をする機会がありますので、また、そういっ

た施設の更新についての御希望については、その都度またお聞きしたいという

ふうに思います。  

 それから、開発なんかに関して下流域の水利権の確認をどうしてるのかとい

うことなんですが、開発地のある大字・自治会、それと下流域の大字・自治会、

そこら辺の自治会長なり大字総代なりに確認してですね、それについては都度

把握することができておりますので、それについては特に問題なく、下流域の

水利組合の同意等については協議されてるということでございます。  

 道路占用をしている配水の管の把握についてはですね、議員の今回の御指摘

もございますし、これを契機にポンプ施設なんかの更新だとか、橋本ダムもそ

うなんですが、更新関係の事業の際に、また関連する水利組合とも確認してで

すね、新たな施設の埋設状況なんかも確認していきたいというふうに思ってお

ります。  

 それから、農業用水に関しての占用の更新についてはしておりませんので、

他の占用物件については更新についてをしておるんですが、この農業用水に関

してはこれまで更新をしておりません。これについてもですね、一旦、調査を

して、どういったところに埋設されてるかということも調査をした上で、今後、

そのままにしとくと、また分からなくなるということもあるかと思いますので、

更新についても今後は考えていきたいというふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 橋本ダムのことですけども、風船ダムを改修すると８，０００万ぐらいかか

るという話で、地元もそれで地元負担も了解されてるという、８，０００万負

担するということで了解されてるということなのかということ、風船ダムじゃ

なくてダウンサイジンングですか、詳しく私は分かりませんが、河床から取水

口からポンプアップするということですけども、それが最後、地元負担につい
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てお尋ねします。  

 それと水利組合の同意のことですけども、これは間違いのないようにやって

もらわないとですね、許可権者が町になった場合、町の責任も問われますので、

県の場合は県が許可するもんについても、同意を求めるものもあると思います

ので、これはよく遺漏のないようにお願いをしておきます。  

 それとですね、道路占用について更新手続は要らないんでしょうか。要るの

ですか。何か条例に基づいて必要なんだけども今までやってなかったというこ

となのか。それとですね、ちょっと先戻るんですけども、他の橋本ダム以外の

ポンプアップ施設の既に１か所のポンプ更新の話が出てるけども、これは町で

負担するというお話だったというふうに思うんですけれども、そうじゃないん

でしょうか。町が負担するということであれば農業をしてる方はそれで利益を

被ってるわけですから、ちょっとその辺も解せないんじゃないかと思うんです

けども、その辺のことを御答弁ください、最後。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 橋本ダムの地元負担については、工事と詳細設計等の分も含めて最大限地元

負担の額として２，０００万程度ということで、地元負担２，０００万程度に

ついては確約を頂いているということです。  

 それと道路占用に関してですが、農業用水管ということで更新年数等につい

ての規定はないんですが、最大１０年程度が占用期間としては一つの区切りか

なということがありますので、最大でも１０年程度で更新をしていくというこ

とが必要であったのかなというふうに思います。それに反して、これまで更新

という作業をしてなかったということでございます。  

 それと、小規模なものでほかのポンプ施設の更新について相談を受けてると

いうことなんですが、町単独の補助事業ということで、ポンプの更新に係る費

用の２分の１を町が補助するという、従来の町の単独の補助事業で対応したい

というふうに思っております。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。風船ダムの地元負担は２，０００万までは地元がオ

ーケーしてると、そういうことで進めていただきたいというふうに思います。  

 ただ、先ほど町道占用の更新の手続が要るのか要らないのか。メガソーラー

のとき、私、毎年更新しなければいけないような話を承ってたと思うんですけ
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ども、その辺だけもう一度御答弁いただけませんでしょうか。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 埋設物についてそれぞれ許可期間といいますか、更新の年数が大体決まって

おります。例えば、上下水道なんかについてはもう永年ということでやってる

んですが、例えばガスの引込み管、ガス管等については１年とかですね、送電

線についても１年程度で更新していくと。農業用水管について特に規定されて

おりませんでしたので、じゃあ永年ということで何も更新せずにいいのかとい

うことではなく、本来でしたら最大でも１０年とか、あるいは５年とかいう区

切りを持ってやっぱり更新していくということが本来必要であったのかなと思

っております。今後その管理上の問題もありますので、一定期間で更新をして

いって、どこにどういった農業用水管が入ってるかということが常に把握でき

るような状態にしていきたいということでございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。道路占用については規定がないと、それであれば規

定を条例の１項に加えていただくということも一つの方策じゃないかというふ

うに思いますので、これはお願いしときます。  

 それと橋本ダムですね、地元水利組合の希望する改修ができるように、県河

川整備課ですか、と地元の協議等、きっちり進めていただきまして、順調に進

捗することをお願いしまして、この件はこれで結構でございます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、森田議員の大きな３点目の御質問でございます、竜田川を鮎が泳

ぎ、蛍が飛び交う川にについて、お答えを申し上げます。  

 １点目の水質検査についてでございます。  

 水遊びのできる川づくりを目指して、生活排水による汚濁の進んだ竜田川を

浄化し、また、流域住民の水質保全に対する意識の高揚を図るため、平成６年

より竜田川流域生活排水対策推進会議として、流域の生駒市、斑鳩町、平群町

の１市２町が連携して取り組んでおります。  

 現在、平群町では竜田川本流２か所と竜田川支流４か所の計６か所の河川の

水質検査を毎月１回実施し、水質汚濁の指標であるＢＯＤを含めた７項目の検
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査を行っております。検査方法につきましては、職員が直接河川に出向き、水

温を計測してから専用の容器に採水し、検査機関に検体を引渡しをすることに

なっております。検査機関では持ち帰った検体を分析し、分析結果を報告書に

まとめて提出いただいております。  

 データのまとめ方でございますが、各所とも１２回分のデータがあるわけで

ございますが、環境基準で年間統計値を表すのに７５％値というものを用いま

す。これは、データの数を１００％としたときに値の低いほうから数えて７５％

に当たる数値を使用しますので、１２個の７５％、つまり値の低いほうから９

番目の数値がその年の値となるということでございます。  

 二つ目の２０１６年より本・支流の水質悪化の原因でございます。  

 まず、水質全体を見る限り、水質は昨年、一昨年との数値比較においては、

検査場所により若干の変動はあるものの、一定の数値で推移をしていることか

ら河川全体の水質が悪化したとは考えにくいと判断しております。  

 その上で２０１６年との比較による水質悪化の原因として考えられることで

ございますが、平群町では一部事務組合で運営をしておりました西和衛生試験

センター組合の構成町となっておりましたので、かつては西和衛生試験センタ

ーで水質検査を委託をしておりました。しかし、２０１６年１０月に組合が解

散されたため、それ以降の検査については民間の検査機関に委託をしておりま

す。この頃に検査結果の変化が見られていることを考えると、その当時の西和

衛生試験センターで使用しておりました分析機器が設置後相当の年数を経過し

ているものであったと記憶をしておりますので、分析機器が変わったことによ

り検査結果に差異が生じた可能性もあるのではないかと考えております。  

 また、降雨による濁水の流入など、水質前の天候なども検査結果に大きく影

響しますが、先ほども答弁申し上げたように、採水は町職員で行っていること

から、担当する職員が人事異動などで替わることで採水するポイントや採水方

法も若干変わることや、採水作業の際に川底の泥が混入することも水質検査の

結果に影響したことも考えられますので、８月の２４日に採水したときは採水

ポイントを変更して水質調査を行ったところでございます。その結果、水質の

改善が見られたところでございます。  

 今後は検査結果に影響しにくい採水ポイントにおいて、採水方法や手順を見

直しをし、マニュアル化することによって、水質検査の作業を安定させ、検査

の正確性を期するように努めてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  
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○８  番  

 ありがとうございます。私、鮎が生息する水質とか蛍が生息する水質につい

て県に問い合わせいたしましたところ、鮎は水温２０℃で５日間のＢＯＤが３

ミリグラム・パー・リットル以下、自然繁殖の条件としては２０℃で５日間の

ＢＯＤ値が２ミリグラム・パー・リットル以下であることと回答を得ました。

また、蛍の生息は水質だけでなく、生息する水利条件としてカワニナの生息状

況等の様々の要素があるということで数値化することが難しいという回答を得

ました。  

 それでは再質問させていただきます。  

 水質検査についてですが、測定は職員が河川の水を採取して、検査機関で分

析しているということでございました。分かりました。それは分かるんですけ

ども、２０１６年以前は西和衛生試験センターで水質検査を行っていたが、分

析機器が相当古くなったので誤差が生じたということですけども、これは別の

意味で問題じゃないかというふうに思うんですね。といいますのは、清掃セン

ターの焼却ダイオキシンの測定も西和衛生試験センターで行っていたわけです

ね。それが私ども議会にも報告されておりましたし、住民に対しても報告させ

ていただいていたと思いますので、これは若干別の問題があるんじゃないかと

思います。これは指摘しておきます。  

 それとですね、マニュアル化するということで、ぜひともマニュアル化して

いただきまして、誰がどこで採取しても同じような条件で水質検査ができる体

制を確立していただきたいというふうに思います。  

 それとですね、水質の悪化の件でございますが、２０２０年だけを見た場合

ですね、生駒市からＢＯＤ３．２で入ってきた水が平群町を出るときには４．

６になってるわけですね。１．４ポイント悪化してるわけでありますが、支流

の水質を見る限り櫟原川と井文字川が水質が悪いんじゃないかなと思うんです

けれども、特に櫟原川は私が町から頂きましたデータで見ますと、２００９年

は１．６ですよね。それが２０２０年は７．３になっとると。これは驚異的な、

測り方とかそういう問題じゃないかなというふうに私は思うんですよね。その

辺のところをどのように考えているのか。特に櫟原川について、どのように考

えているのか。その辺のことを再答弁お願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、森田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 水質検査の中で、議員のほうでいろいろ資料のほう、お述べいただきました
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数値も含めてでございますが、櫟原川の水質が昨対比としても悪くなっておる

というところでございます。櫟原川につきましては、これについては、先ほど

申し上げました７５％の数値ということで、つまり値の低いほうから９番目を

その年の値としておりますが、資料の中で、当然毎月水質検査しておりますの

で、その値というのも我々承知をしておるところでございます。  

 その上で、少し私のほうも違和感といいますか、思うところがございまして、

櫟原川につきましては測定の最大値と最小値の差なんですけども、ほかの河川

とかでしたら、大体、最大値、最小値ということで３倍から４倍ぐらいの差が

出ることはまれにあるんですけども、ちょっと櫟原川の場合はもう少し大きな

差でございまして、約１０倍程度測定によって変わってくるということもござ

います。それも含めて、今後の測定なり、また測定値については少し我々のほ

うも注視をして、測定値のほうの水質検査については確認をしてまいりたいと

いうふうに考えております。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 櫟原川はですね、メガソーラーのときも話が出ましたが、大釜川と合流して

るんですよね。公共下水道のことでもあったんですけども、不明水が発生して

るという話も出ましたんですね。先ほど言いましたように櫟原川はずっと２０

０９年から１６年まではほぼ１から２で推移してたわけなんですけども、２０

１７年からは極端に数値が悪化してるわけですね。私はそういうことで水質の

悪化がどういうものなのか、コミプラの不明水かも分からないわけですから、

大釜川の数ポイント、櫟原川の数ポイントで一度測定していただけませんでし

ょうか。その辺のことをどうでしょうか。御答弁いただけませんでしょうか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 森田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 櫟原川の支流含めての水質の分析というところでございます。当然、先ほど

私御答弁申し上げましたように、少しここにつきましては毎月の測定値に大き

な差異といいますか、ぶれがございますので、そこについてはしっかり注視を

していくということと、あと、これ、ちょっと費用のこともございますので、

一定それも含めたというふうな形での御答弁とさせていただきたいと存じます

が、一定そういうふうな複数の水質検査を行うことも含めた上で、少し河川に

ついての水質については注視をしてまいりたいというふうに考えております。  
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○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。櫟原川についてですが、本当に大釜川も含めてです

ね、メガソーラーのこともあるわけですから、これは住民生活課でやるのか、

逆に言えば、下水道課でやっていただいてですね、不明水対策にもなるわけで

すから、これはぜひとも調査していただくことをお願いしておきます。  

 私は今回この質問をしましたのはですね、鮎の泳ぐ川は無理としても竜田川

が蛍が乱舞するような、もっときれいにしたいということで質問しました。ぜ

ひとも竜田川がきれいな川になり、住民の潤いの場所になることを期待いたし

まして、私の一般質問をこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、森田議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後１時３０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時１０分）  

 

再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号１０番、議席番号４番、井戸議員の質問を許可いたします。井戸議

員の一般質問は選挙管理委員会への質問であります。選挙管理委員会委員長よ

り委任を受けております選管書記の川西総務部長より答弁があるということで

御理解のほどよろしくお願いいたします。  

 それでは、井戸議員の質問を許可いたします。井戸議員。  

○４  番  

 お疲れさまでございます。議席番号４番、井戸太郎でございます。一般質問

の中にコロナウイルス関係の質問が入ってございますので、矛盾しないように

手短に一般質問を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 では、通告に基づきまして３点について質問いたしたいと思います。  

 大きく１点目、新型コロナデルタ株による感染爆発、クラスターの対応につ

いて。  
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 デルタ株の感染力は強く、日本中で大きな話題となっています。しかし、感

染を抑えるにはあらゆる分野で不完全な状態だと言えます。感染者が出ても適

切な対応がなされているのか、住民には情報がありません。濃厚接触者の基準

もいまだにデルタ株には対応しておらず、濃厚接触にならずとも感染している

現状がございます。医学的には空気感染ではないが、空気感染に近いエアロゾ

ル状態であるのは間違いないと言われています。小さな飛沫が長時間、空気中

に浮遊するということでございます。もはや３密回避の段階ではなく、１密回

避が正しいと言われています。さて、それで、さらに秋、冬と気温が下がるに

つれて、湿度が下がり、ウイルス飛沫の量と時間が２倍以上、今後、空中にと

どまるとされております。  

 日本中で感染爆発、クラスターが起こっておりますが、まだまだＰＣＲ検査

へのハードルも高いです。この件は６月議会にて、いかにＰＣＲ検査を受けら

れないかということを説明させていただきました。また、山田議員のほうから

もそういう質問がございました。今議会での一般質問では、平群町としても感

染対策に努力をしていますが、その現状について確認するとともに、先々を見

た、今で言いますと冬に向けてもそうですし、もう既に第６波、今は５波でご

ざいます、第６波に向けて見た今後の対策をただしたいと思います。  

 小さく一つ目、県のさらなる対策、指針の早期決定要望。私が聞く限りです

と、県の職員の中でも考え方の違いだとか、今この時期でありますと、刻一刻

と変化しておりますので、そこはどんどん変わっていく部分、ございますので、

そこに対して平群町なり、そういう一般市民向けにも発信、そういう指針を決

定していただいたことを皆さんに伝えていただくということを早くということ

を町から要望していただきたいということです。  

 二つ目です。感染を防ぐための情報発信。これは平群町の問題です。今、政

府やマスコミが発信しているやり方、内容では住民の方ももう飽きてきており、

通り一遍のうがい、手洗いの徹底、３密回避、マスク会食ではなかなか効果が

期待できません。ですから、平群町独自の発信内容、発信方法を知恵を出し、

その先へ行ってほしいと考えております。その辺をよろしくお願いいたします。 

 三つ目、公共施設でのエアロゾル感染対策の現状と強化予定についてお聞き

します。具体的には総合体育館、放課後開放事業、文化ホール、かしのき荘な

ど。例えばですけど、この議場もそうですね。役場含めてもそうです。私から

すれば今この役場自身がもうアウトと考えております。今いる３０人弱ですが、

このうち誰かが感染しておれば、もう既に全員ＰＣＲ検査の対象ではないかと

思います。それぐらいこのデルタ株に関しては厳しいものがあると考えており

ます。  
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 ４番目、こども園、小中学校の休園、休校基準、学童保育の利用基準の明確

化。これは一定できているとは思いますが、確認しておきます。  

 ５番目、保護者への強い自粛要請。これも一定できていると思いますが、ど

のような状況か確認いたします。  

 ６番目、重要なんですが、保護者が自粛しやすい環境整備、いろいろなプリ

ントが配られておられるんですけども、ちょっとそこがずれているのではない

かという部分もあったので、一番重要であると思われる自粛者への学力維持支

援体制。これが一番自粛しやすい効果だと考えております。今、他市町村でも

めている事例を挙げますと、自粛する人数を増やすため、あとはそういう自粛

してもいいように授業と同時にリモートもやっているという現状が１点、そう

いうパターンと、今回は平群町ですとリモートは同時にやってませんので、親

が熱を出して今休むという方向に進んでますけども、そこをしやすいように、

どのように学力支援をつくっていただけるのかということでございます。勉強

が苦手な子ども、受験生を抱えている家庭は特にこれ、重要でございます。  

 ７番目、各部各課をまたぐ感染対策専門チームの創設。これをぜひともよろ

しくお願いいたします。特に学校、保育であればですね、もう既にある程度や

っておられると思いますけども、教育委員会だけでは限界があります。設備の

問題とかですと総務防災課なり総務部が関係してまいります。ここを密にして

いただくためには専門チームが必要なのかなと考えております。また、この議

場ですね、議場でもそうです。例えばですけど、専門知識は健康保険課ですけ

ども設備は総務防災課で、実施するにはやっぱり議会事務局、議会を通す必要

がございます。ここがやっぱり協力するためには垣根を越えなければいけない

のかなと考えております。そういうわけで、よろしくお願いいたします。  

 大きく二つ目、大規模太陽光発電事業に関する条例の制定を。  

 平群町において大規模太陽光発電事業が次々と参入しております。ローズタ

ウン若葉台北側、若葉台西側の約２メガワットの発電がこの９月から１０月頃

にかけて開始される予定であります。また、それによって協定書も作られる予

定でございます。また、櫟原の広域農道北西側では、この十数倍に当たるメガ

ワット発電事業が、皆さん御存じでありますようにありまして、森林の伐採後、

県への虚偽申請により事業が停止しております。これらのことも踏まえ、平群

町としても不正な太陽光発電事業には厳しく対応する必要があると考えます。

そのためには今の要綱では弱く、罰則を伴う条例を定めることで、不正への抑

止力になると考えております。  

 今議会に合わせて、私独自で条例案を作成しました。議員発議で条例制定を

するつもりでございましたが、それはなぜかといいますと時期的にも急ぐ必要
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があったからでございます。多くの皆さんがもう既に知っておられたかと思い

ます。ぎりぎりまで発議する予定でございましたが、町長はじめ職員の方々、

議員の方々の御意見を頂戴しまして、行政と一緒によりよい条例をつくる方向

で検討することで、発議を取りやめました。様々な観点から急ぐ必要もござい

ます。できる限りいいものをつくりながら速やかに条例の制定をお願いしたい

と思います。ぜひともよろしくお願いいたします。  

 大きく３点目、公共交通の観点も踏まえ、地域別の投票率を調査し、投票所

へ行けるように改善を。  

 平群町では日に日に高齢化が進んでおります。さきの議会において、今実際

に起きている現状をお伝えしました。地域によっては坂が厳しくて行けないで

あるとか、投票所までが遠いとかそういうことですね。さきの議会で話させて

いただきました。それからさらにまた月日が流れ、平群町に住んでいる方々が

次々と選挙にさらに行けなくなってございます。とある自治会では長寿会員の

９割以上が投票所にもう既に行けない状態です。坂の多い地域は特にひどいで

す。憲法に保障されている選挙に参加できないこと。投票所まで行けない。ま

た、これによって、地域間格差も生まれているということになっております。  

 しかし、平群町はこれまで地域別、自治会別、投票所までの距離による投票

率の違いについて調査をしていませんでした。  

 そこでお聞きします。  

 小さく一つ。さきの議会での私の一般質問に関しまして、選挙管理委員会の

方々の考えはどうなったのでしょうか。変わったり、新たな意見が出たり、そ

の辺をお聞きします。  

 小さく２番目、私の一般質問後、具体的にどのような改善がなされたのか。

これは一般質問が無駄に終わったのかも含めてお聞きします。  

 小さく３点目、地域別の投票率などの調査、投票所から一定の距離のある地

域、坂の多い地域、様々な観点から考えての改善でございます。調査といいま

すと、近々も衆議院選挙がございますから、その際にはできるのではないかと

考えております。  

 これ、大きく３点でございました。ぜひとも、全てにおいていい答弁をして

いただけるよう、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、井戸議員の御質問にお答えをさせていただきます。大きな１点目

でございます。新型コロナデルタ株による感染爆発対応についてにお答えさせ
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ていただきます。  

 まず、１点目の県へのさらなる対策、指針の早期決定要望についてでござい

ます。奈良県では、令和３年８月２０日の第２７回奈良県新型コロナウイルス

感染症対策本部会議において「新型コロナウイルス感染症対策  コロナ感染者

の急増に負けない対処」が公表されました。主な内容といたしましては、一つ

目といたしまして感染拡大の徹底防止、二つ目といたしましてワクチン接種を

積極的に進め、感染者の発生を抑制する、３点目といたしまして、医療提供体

制を堅持して重症者を出さないこと、４点目といたしまして、奈良県緊急対処

措置の期間延長と内容の強化が掲げられております。奈良県においてもこのよ

うに、持続力のある対処を行うことにより、感染の収束に向けての取組が進め

られておるところでございます。  

 ２点目の感染を防ぐための情報発信についてでございます。新型コロナウイ

ルス感染防止につきましては、連日、国や奈良県からの情報媒体や、また、Ｎ

ＨＫや民間放送機関等によりますマスメディアからの報道や情報発信が連日な

されておるのが現状でございます。その上で町では、毎日の防災無線を通じて

の放送、広報紙や町ホームページでの啓発、ポスターの掲示などを行っており

ます。とりわけ平群町におきましては、感染予防に有効なワクチン接種の情報

提供につきましては、これまでも迅速かつ丁寧な情報提供を行ってまいりまし

た。今後も、感染防止の意識を持続していただくために、引き続き情報発信に

努めてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 私のほうからは、大きな１点目の小さな３点目、公共施設でのエアロゾル感

染対策、それと、小さな７点目の感染対策専門チーム、各課にまたがる分とい

うことで御答弁させていただきます。  

 まず、３点目。三つ目の部分でございますけども、エアロゾルは軽いためで

すね、すぐに地下に落下せず、しばらくの間、空気中を漂い続けると言われて

おります。特に３密の状態では長時間漂い続けるものではないかとも言われて

おり、それを吸い込むことにより感染するとされております。  

 エアロゾル感染予防対策としましては、今現在も職員も含め住民の皆様にも

周知しておりますとおり、マスクの着用、手洗い、うがい、手指消毒、黙食、

定期的な換気、共用部分の消毒の徹底により十分に感染予防できるとされてお

ります。今後、庁舎内での感染が懸念されるようであれば、職務に支障がない
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程度で職員の時差出勤や在宅勤務についても検討を要するものと考えておりま

す。今後におきましても気の緩みなく、これらの点について引き続き徹底する

ことにより、感染予防に努めてまいりたいと考えております。  

 続きまして、小さな７点目でございます。新型コロナウイルス感染症対策に

おきましては、平群町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、対策本部

を設置運営し、その対応に当たっておるところでございます。対策本部は町長、

副町長、教育長、各部長で組織され、健康保険課、政策推進課、総務防災課が

事務局となり設置運営されております。また、それぞれの各課に役割分担を付

した上で横断的に機能を発揮する仕組みとなっております。議員御提案の感染

対策専門チームはこの対策本部がその役割を担っており、様々な場面に応じて

即座に、また柔軟に対応してるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、教育委員会からは４点目、５点目、６点目についてお答えいたし

ます。  

 まず、４点目のこども園、小中学校の休園、休校基準、学童保育の利用基準

の明確化と、５点目の保護者への強い自粛要請について、併せてお答えいたし

ます。  

 令和３年８月２７日付事務連絡において、文科省より「学校で児童生徒等や

教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」が

示されました。学校で新型コロナの感染が確認された場合、地域の感染状況や

保健所の業務等を踏まえ、迅速に対応するために、平常時から学校と保健所が

連携を取り、初動体制についてあらかじめ整理しておくことが重要とされてい

ます。特に緊急事態宣言対象地域などに指定された状況下において、学校で児

童・生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合に、学校に

おける濃厚接触者の特定や臨時休業の判断に当たっての考え方について示され

たものです。  

 教育委員会としましては、９月１日付で「２学期の学校再開と新型コロナウ

イルス感染防止対策についてのお願い」を小中学校の保護者の皆様に配布させ

ていただきました。新たな変異株により若年層の感染者が増加していること、

全国的には３密でない状況であってもクラスターが発生している事案も確認さ

れていることも踏まえ、給食時の黙食を徹底することで、給食時の感染リスク

を低減したいこと、発熱や咳などの風邪症状がある場合は登校を控えていただ
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くこと、症状がなくなってから３日間は登校を控えていただくこと、同居家族

に発熱やせきなどの症状がある場合も同居家族の症状がなくなってから３日間

は登校を控えていただくことなどについて、御協力のお願いを申し上げたとこ

ろでございます。  

 また、９月１０日付で「平群町立学校の児童・生徒等や教職員の新型コロナ

ウイルスの感染が確認された場合のガイドライン」を、保護者の皆様に配布を

させていただきました。これは周辺市町村の感染状況も考慮しながら、基本的

に国のガイドラインのとおり対応してまいるものです。  

 学童の利用基準については、小中学校で学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校とな

った場合には、その対応に応じて閉所の決定をしてまいります。  

 なお、こども園については、開園中であってもコロナの感染状況を踏まえ、

家庭での保育が可能である場合には家庭での保育や延長保育、預かり保育の利

用時間短縮にも御協力をお願いすることになります。  

 次に、６点目の、保護者が自粛しやすい環境整備、自粛者への学力維持支援

体制についてですが、新型コロナウイルスはデルタ株への置き換わりが進み、

全国的に感染者が増えており、これまでに経験したことのない感染拡大の局面

を迎えています。こうした中でも持続的に児童・生徒などの教育を受ける権利

を保障していくために、学校における感染及び拡大リスクを可能な限り低減し

た上で学校運営を継続していく必要があり、学びと感染対策の両立が課題とな

っています。  

 そこで、感染症対応やそれによる児童・生徒の出席などに当たっては、児童・

生徒の心のケア、教職員のメンタルヘルス対策、やむを得ず学校に登校できな

い児童・生徒に対しては、ＩＣＴを活用して学習に著しい遅れが生じないよう

にするとともに、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童・生徒の関係を維

持していきたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ありがとうございます。長々とたくさん質問いたしました。すみません。１

の県については、要望していただきたいなという部分はちょっとあんまりお答

えいただけなかったんですけど、その辺は現状に踏まえて、その都度その都度、

徹底、なかなかやはり県も発表してても分からないものなので、本当届いてな

いんですよね、一般の住民さん。だから、その辺は県にも要望よろしくお願い

します。  
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 ２番目の情報発信なんです。これも提案なんですけども、防災無線でも確か

に言ってるんですけど、やっぱり通り一遍なんですよね。確かにあれも少しは

効果あるかもしれないですけども、もうちょっとインパクトあるもの、全てそ

うなんですけど、ポスター、広報、ホームページも、もう３密回避ってもうみ

んな聞き慣れてるので、例えばですけど、もう１密回避とかね。それぐらい厳

しく言わないと、もう本当に違うんですから、マスクを着けて１５分以内やっ

たら会話しても大丈夫という時代ではなくてですね、マスク着けてても１分会

話しただけで感染するという時代というか、もうデルタ株はそういう状況です

から、本当にもう別物と思って考えたほうがいいので、それに合わせてですね、

奇抜なアイデアでもいいですし、その辺をぜひとも考えていただきたいなと思

います。広報も普通だったら多分駄目だなと。この先を行っていただきたいと、

これは要望でございます。  

 あと、３番目も今できてるので、いや、これは本当はできてないと思うんで

す。でも、なかなかできてないとも言いづらいですし、難しい。実際、じゃあ

私自身がどうせえと言われてもすごく難しいので。やはりここはですね、そこ

を最後の７番目に当たります全てに関係してくるんですけど、対策本部という

ものがですね、あるんですけども、詰め切れてないのかなってまだちょっと今

の答弁では、まだ、危機感がちょっと感じにくいところがあるんです。もう少

し危機感を持って先へ先へ進んでいただかないと思うので、そこの答弁だけは

よろしくお願いいたします。  

 ４番、５番の子ども、それから保護者の自粛要請、これはお聞きしました。

かなりきつい水準といいますか、保護者が咳しただけで子どもが事実上１週間

ぐらい休むというのは確かに徹底しているのかなとは感じます。それでかかっ

てくる６番の問題なんですよね。ここがちょっと具体的にあんまりなかったん

ですけども、やはりここを真剣に対策チームをつくって考えていただかないと、

教育委員会から出されましたそのガイドラインの保護者向けの資料でも、部長

が今答弁されたような内容を保護者の方々から聞いてるんですけど、皆さんや

っぱりおんなじような意見が出まして、笑ってしまいました。突っ込みが入る

んですね。これ、じゃあ、どうしたらいいのって。一番大事な学力、違うとこ

が書いてあったんですよね。こんなん大丈夫ですよって、欠席しても不利益に

なりませんよとかそういうことが書いてあったんですけども、もちろん内申書

という意味ではそれも大事なんですけど、一般的な学力という意味でのフォロ

ーがそこのプリントには一切書いてなかったんですね。ですから、そこをどう

すんのか。  

 ＩＣＴを活用するっておっしゃってますが、この実験も多分なかなか、今、
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学校現場ではできないと思うので、まず、そこから手の空いてる職員なりです

ね、インターネット使ってのリモート授業って本当に難しいというのは聞いて

おります。ここの本当に早期な研究ですね。もう時間の問題だと思います。何

人か出てクラスター起こったらすぐ休校ですから、これ、もうあした起きても

おかしくないわけです。ですから、これは本当に、私が懸念するところでは例

えばインターネット回線のスピードですよね。これ、他市町村でも物すごくト

ラブル起きてまして、有名な話なんですけども、しょっちゅう止まってしまう

んですよね。動画どころか切れてしまう。双方向通信のスピードが間に合わな

い。  

 簡単に説明しますと、例えば一つの小学校に来てる回線のスピードですよね。

これがどれぐらい出てるのかちょっと僕も分からないんですけども、例えばこ

の役場ですと、早いときやったら６０Ｍｂｐｓ、そうですね、１秒間に６０メ

ガ。昼、時間帯になってきますと、周りが使うので２０近くまで下がってしま

います。この６０、２０というのは、これが小学校に置き換えた場合、１学年

２クラスが６学年やったら１２クラスがもしやってた場合、６０でぎりぎり、

ちょっと厳しいんじゃないかなと正直思います。さらに、４時間目あたりにな

りますと一気に通信量がダウンしてしまって、もうここ、一切できなくなると

思います。今もしこの役場が、もちろん小学校は調べてないんで分かんないん

ですけど、もし役場が、ここが小学校やった場合、４時間目にはダウンをして

しまいます。  

 そう考えますと、結局のところ７番につながってくるんですけども、教育委

員会に総務部がきっちりそこを考えて、現実に即して本格的に本部で考えてい

かないといけないのかなと感じております。その先のですね、さっきのことも

全部含めてですけど、深くですね。  

 最後になります７番目なんですけども、ぜひともこれだけ答弁いただきたい

んですけど、先ほどの１点とこの７番目なんですけども、再質問は、対策本部

ができてるということなんですけども、今、私が言った提案のとこまでまだ行

ってきれてないかなと思うんです。ですから、名前は対策本部で、もちろん専

門チームとなって、メンバー的にもいいと思うので、もう少し掘り下げて進ん

でいただきたいと思います。そこをぜひともよろしくお願いしますということ

で、答弁をよろしくお願いします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ６点目の件に関して再質問いただいておりますので、お答えいたします。  



 

－２３１－ 

 ＩＣＴを使った学校のオンライン授業、リモート授業の件でございます。こ

のＩＣＴを活用した授業の件に関しましては、８月２７日付で文部科学省のほ

うからも通知が来ております。その中で、やむを得ず学校に登校できない児童・

生徒等に対するＩＣＴの活用等による学習指導による基本的な考え方というこ

とで示されております。この中ではですね、ＩＣＴ端末を自宅等に持ち帰り、

オンラインによる朝の会や健康観察で会話する機会を確保する、ＩＣＴ端末に

学習課題等を配信することで自宅学習を促進したり、同時双方向のウェブ会議

システムを活用して、教師と自宅をつないだ学習指導を行ったりすると、その

ように書かれております。  

 こういった指針といいますか考え方に基づきまして、平群町でも端末を使っ

て、朝の会での健康観察とか、中継できる授業については教科指導の板書とか

教員の説明を中継するなど、そういうことに取り組んでおります。  

 それと、ただちょっと議員がおっしゃいましたネットの回線スピードの件で

す。平群小学校、北小学校は１学年２クラスで６学年ありますので、例えば平

群小学校だけを言いますと、１年生から６年生まで全て１２クラスあります。

仮にその１２クラスが同時にそういったオンラインを使った場合ですね、やは

りちょっと回線スピードが落ちるかなと思います。先ほども念のために確認し

ましたけども、契約上ベストエフォートタイプの回線ということで、１２クラ

スが同時に使った場合は途切れる場合があるかと、そういうことも確認してお

ります。その辺についてはですね、当然予算の関係とか契約の関係もあるんで

すけども、少し研究と対策が必要かなというふうに感じております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 再質問で、３点目のことで公共施設の対策ということで危機感が感じられな

かったという御質問いただきまして、我々もそういうことのないようにという

ことで最後に気の緩みのないようにという答弁もさしていただいたんですけど

も、ウイルスにつきましては、日日、形を変えていくというふうに聞いており

ます。その辺につきましては、県を通じましていろんな情報ですね、国からも

来ますので、対策についてはそれに注視しながら、新たな対応があればすぐし

ていく、この議場も含めまして対応していくというふうに周知徹底、緊張して

取り組みたいと思います。  

 それと、最後の対策チームということで、もう少し掘り下げてということで

御提案いただきまして、これにつきましては、インフルエンザの行動計画の中
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での対策なんですけども、いろんな各部課におきまして対応する仕事というの

を与えてるわけなんですけども、その中で今言われてるデルタ株の問題である

とかそういったことにつきましても、先ほどの話とはかぶるんですが、新たな

情報があればそれに対応していくというふうなことで、今日頂いた意見を頭に

入れながら対応を進めてまいりたいと思います。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ありがとうございます。ちょっときつい言い方いたしましたけど、ぜひとも

これは、すごい言い方は申し訳ないけど、愛のむちみたいな感じでですね、私

も提案して一生懸命頑張っていきたいと思いますので、そこはお願いいたした

いと思います。  

 教育については本当にね、今さっき言いましたアプリとか大事と思います。

特に親が咳してる、熱出てるというのは本当ね、学校現場で知るというのは難

しいことでありますし、自粛したくないという思いがあったら行ってしまいま

すから、やっぱり心配があったらどうしても行ってしまうんですよね。だから、

それはもう本当他市町村さんも悩んでいるところだと思うんですけども、ぜひ

新しい知恵を絞っていただきたい。例えば今アプリも出ましたけども、配付さ

れてる端末にそんな大したアプリが入ってないのかなと思っております。そこ

をどうするかってすごい難しい。アプリは結構値段もしますので。そこも含め

て、総務部とも連携していただいて、よろしくお願いいたします。  

 今感じられなかったと強い言い方させていただきましたけども、例えばです

けど、この議場でももうぱっと見て分かるように、今この時点で、こんだけの

人数がここに入ってて、定例議会があるにもかかわらず、換気扇が使えない状

態なんですよね。音がうるさくて。であればですね、もうこれどう対策考えて

んのかなってやっぱ思ってしまうわけです。特にここ中枢機関ですから、もし

町長に感染したら、もし部長に感染したら、もし教育長にってなってしまうと、

政治も止まってしまいますから、そう考えるとやっぱりここって重要な時間で、

箱詰めになるのも分かってるわけですから、少なくとも、こんな小さいことで

すけども、これをＤＣモーターに替えて静かなものにするとか、マイクの精度

を少しでもアップするとか、いろいろあると思うんですね。少なくともそうい

うことは、そういう会議の中で出てくるようなシステムというか、そういうア

イデアの出し合う場面をつくっていただきたいなと思います。前向きな答弁で

すので、ぜひともよろしくお願いいたします。  

 私のこの件については、結構でございます。  
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○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、井戸議員の大きな２点目の御質問でございます。大規模太陽光発

電事業に関する条例の制定について、お答えをさせていただきます。  

 条例の制定につきましては、地方公共団体が自治権に基づき、国の法律とは

別にその区域の一定の事務に関する定めをする自主的立法でございます。太陽

光発電事業に関しましては、全国的に多くの地方公共団体が条例制定を行って

いるところでございます。平群町におきましても、今回の櫟原地区における太

陽光発電施設建設を契機といたしまして、町全体の土地利用構想の方向性を踏

まえ、用途や区域での規制、面積要件での規制、開発等の行為による規制、太

陽光発電といった事業ごとの規制など、条例には様々な見方があることを精査

をいたしまして、どのような条例の建て付けにするのかを関係課と協議の上、

条例制定に向けて、前向きに検討してまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 前向きに条例制定に向けて検討していくということで、ありがたい答弁を頂

きました。県からも近々ガイドラインをつくると聞いておりますので、それも

踏まえてですね、できるだけスピード感を持って罰則を含めた条例制定をお願

いしたいと思います。今の要綱というのはあくまでも議会を通ってませんから、

要綱というのはやっぱり両輪という意味では片輪しかないので、条例の効果と

いうのはとても大きいと感じております。ですから、そこをよろしくお願いい

たします。  

 また、それによってですね、実際、例えば若葉台のほうの協定書ですね。独

自で結ばれる協定書ですと、そのつくった中身が遡及して反映されるようにで

すね、そういうふうな協定書の中身をつくると聞いております。ですから、そ

ういう意味でも、もちろんそれは協定書がまとまればの話ですけども、遡及と

いう意味では案外実はクリアをする可能性もございますので、着実にいいもの

をつくっていただいて、ぜひともよろしくお願いいたします。  

 申し訳ないんですが、ちょっとこの意気込みについて、町長からお言葉を頂

ければと思うんですが、どうでしょうか。  

○議  長  

 町長。  
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○町  長  

 それでは、井戸議員の質問にお答えさせていただきます。  

 太陽光発電所につきましては、特に太陽光発電事業に関しましては、再生可

能エネルギーの普及、拡大が進む中、開発に関して多くの自治体で条例制定を

行っているところであります。先ほどありましたように、各自治体では条例の

内容が様々であります。奈良県においてもガイドラインを策定されるというふ

うに予定をされております。このことから、町におきましても土地利用構想な

ど今後の方向を踏まえた上で、関係機関や関係者と協議を行い、条例制定に向

けて、前向きに取り組んでまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ありがとうございます。もう町長からお言葉頂きましたので、ぜひともよろ

しくお願いいたします。この件についてはもう結構でございます。  

 次、よろしくお願いします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、大きな３点目、公共交通の観点も踏まえ、地域別の投票率を調査

し、投票所へ行けるように改善をという御質問にお答えさせていただきます。  

 まず、冒頭議長からありましたように、選挙管理委員会委員長より委任を受

けておりますので御了解のほどお願いいたします。  

 では、まず一つ目の御質問にお答えいたします。先般３月議会での投票所が

遠い地域へ選挙に参加できるような配慮をとの議員の御質問に関しまして選挙

管理委員会の考えでございます。選挙管理委員会といたしましては、投票所に

行けない方々の理由は様々で、一概に投票所への距離が直接投票率に影響を与

えるとは認識しておりませんということでございます。  

 続きまして、二つ目の質問にお答えいたします。投票所に行くことが困難な

有権者の方々の対応策として、期日前投票についてより一層周知してまいりた

いと考えております。期日前投票所につきましては、平日でも投票でき、ある

一定の期間も設けられておりますので、有権者の都合のつく日時において投票

は可能であります。移動手段を持たない有権者には各種公共交通機関、コミュ

ニティバスや福祉無償運送、さらには１０月より運行されますドア・ツー・ド

アのデマンドタクシーなどを活用いただきまして、投票所に出向いていただけ
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ればと考えております。  

 続きまして、三つ目の御質問にお答えいたします。前回の参議院選挙、令和

元年７月執行の分ですけども、での数値ではありますが、町全体の投票率が５

６．２４％でありました。議員御提案の地域別の投票率について、投票所から

の距離や坂の多い地域などの観点から調査分析した結果、その影響は乏しく、

また、高齢者の投票率は働き世帯や若年者層と比しても高く、議員御指摘とは

少し異なる結果を得ております。しかしながら、今後の超高齢社会を迎えるに

当たり、議員御指摘の点については現段階でも課題と捉え、事前対策として検

討していかなければならない事柄であると認識し、全ての有権者にとって投票

しやすい環境づくりに努めてまいります。  

 併せまして今回、投票所を変更して初めての選挙を迎えることになりますが、

変更による課題も出てくる可能性もありますので、その課題解決も含めて円滑

に投票いただける環境整備に今後も努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ちょっと答弁がばらばら過ぎてですね、１と２と３とちょっと内容が違いま

すね。ちょっとこれ、私としてもどう解釈していいのか分からないんですけど、

まず、１番目の距離が影響していないって本当にこれ選挙管理委員会の方が言

われたんですかね。それを知らないようなレベルで選挙管理委員会ってちょっ

とあり得ないですよ。誰が見ても分かりますやん。実際来れますか、選挙管理

委員会の方々がというレベルです、その投票所に。無理やと思いますよ。  

 というか僕、選挙管理委員会に対して質問してるんですけども、管理委員会

の委員長の委任になってますよね。僕、そういうふうな委員長の考えと委員の

考えて、６人おられますけど、違う可能性もありますし、ちょっと偏る可能性

もありますよね。これ、変な答弁してしまうと委員長に対しても失礼ですし、

そもそも委任というのがちょっと無理ないかと思うんですけどね。だって全員

に意見聞く場面をつくって聞いたのかということになってくるんですよ。今の

回答ですと、じゃあ６人の方全員が距離は全然関係ないんだと言ってるのかっ

てことになるんですよね。これちょっとあり得ないのかなと思うので、１番の

回答ですね、考え方と２番の改善も実質ないということで、ちょっとこれ、お

かしいんじゃないですかね。この辺、もう１回答弁をよろしくお願いします。  

 ３が見解が違うというけど、投票率などの調査はしてないはずなんですけど、

したんですか。具体的に言いますと、例えば若葉台だったら３丁目と１丁目、
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それから、かしのき荘でしたら場所によって違いますよね。西向の方やったら

平地です。でもちょっと距離離れてます。ほんで、かしのき荘やったらかなり

遠くから来られます。菊美台やったら菊美台で４丁目の方、１丁目の方とあり

ますよね。あれも坂ですよね。緑ケ丘の方、５丁目の方って遠いですよね。５

丁目というか５丁目に限らないですね。上のほうの方々は、ですよね。椿台も

１丁目と３丁目、全然違いますよね。標高に表すと倍以上、距離も倍以上違い

ます、北小に対して。また、竜田川団地もそうです。それぞれの地域が距離も

全然違うにも関わらず、全く問題ないし、公共交通があるって言い切るのは本

当おかしいと思うんですよね。調査をしてないと思うんですけど、今、調査さ

れてるということになって、調査、もしされてるなら、その辺の違いも教えて

いただきたいです。  

 ですから、再質問といたしましては、まず、委員長にしか答え聞いてないと

いうのは僕の中でどうなのと思いますし、委員から聞いてないということなの

か本当にそうなのか。これ、重要なことですからね。もし委員６人全員がそん

なこと思ってるんであれば、平群は平地と思い込んでるんと同じですからね。

現状を把握してない。これ、怖いことですよ。ですから、それが本当にそうな

のか、もう一度確認します。  

 ２点目が調査をされたということなんですけど、今さっきの調査をされたの

であれば、先ほどの違いですね。各地域で分かる範囲内で、少なくとも今３項

目ほど、僕自身が分からない部分がございますので、その違いを教えていただ

きたい。分かればで結構でございます。その２点、よろしくお願いします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 １点目の答弁の中で影響は与えていると認識していないということだったん

ですけど、その前に「一概に投票所への距離が」ということで、全てという言

い方ではないんで、２点目のほうでは、ですので、そういったいろいろ各種の

公共交通機関も使って行っていただけたらということも申し上げているという

ことでございます。  

 それから、投票所の調査につきましてはね、前回の参議院選挙、令和元年７

月執行の分につきまして、書類は残っておりましたので、手作業ですけども数

えたという数字で調査させていただきました。その点で今回お答えさせていた

だいてるというところでございます。  

 議員御指摘のローズタウンということなんですけども、町全体の投票率が先

ほど言いました５６．２４％ということで、ローズタウンだけを見ますと５３．
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３％という結果が出ておりました。それと、高齢者ということで６５歳に絞り

まして、数を手作業で探りましたので、若干誤差はあるかも分かりませんけど

も、投票率との、あと６５歳以上の関係なんですけども、未投票者数に占める

割合ですね、これが２１．９％ということで、これが６５歳以上というふうな

答えが出ておりまして、私も実際ちょっと目で一枚一枚見たんですけども、平

成生まれというんですか、若い方のほうが行かれてへん数が多いのかなという

のが、今、これは感覚でございますけども、見てる感じでは６５歳以下の方が

７９％ほど投票に行かれてない。行かれてないうちの７９％ぐらいが６５歳以

下やったというふうな、ローズタウンについては結果が出ているということで

ございます。  

 ほかについてもいろいろあるんですけれども、ちょっと指摘を受けてたのが

そこの自治会だということで、特に調べさせていただきました。一応、投票率

につきましては各自治会ごとに、手作業ですけども、出したというとこでござ

います。  

 以上です。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 一概にということで、選挙管理委員会の方が全部を否定してるわけじゃない

ということで、それであればまだ分かるんですけども、ただちょっと調査して

る内容がちょっと現実離れしてるんで、これ、せっかくしていただいたのはあ

りがたいんですけども、ちょっとずれてるのかなと。６５というのはまだ運転

できますし、平群町が何歳ぐらいから免許返納を考えておられるのか分からな

いんですけども、普通８０超えたら考えようという方が多いですよね。でした

ら８０を基準に８０歳以上の方、７５歳でも後期高齢者でもいいんですけど、

そこを基準にどうなのか。  

 私、別にローズタウンのことを言ってるわけじゃなくて、地域にまたがって

おります。ローズタウンはもちろん坂が長いんですけども、若葉台もそうです。

菊美台も月見台じゃない、月見台もそうですけどね、椿台、緑ケ丘、さっきの

菊美台、竜田川団地、全部そうですよね、坂があります。どれぐらい厳しいの

かというのもあります。  

 ちょっと勘違いしておられるのはローズタウンはローズタウン、ローズタウ

ンの話をしてるわけではなくて、例えば若葉台３丁目で比べたら一番上の若葉

台の方なんて、もう２．何キロの坂ですよね。ずっと坂ですよね。そんで公共

交通ないですよね。だからそこを含めて言ってるわけです。そうですね、椿台
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もわざわざ１と３と言うたのはそういうことですね。３丁目の方はないですよ

ね、公共交通というか、行けないですよね。だからそこなんですよね。そこを

実際の足で出歩いたらもう分かると思います。そこなんですね。ですから、竜

田川団地も一番上、コミュニティバス走ってるとこはいいですけども、でもそ

うなってくるとデマンドも分かりますけど、そうなってきたら、お金を払わな

きゃ選挙に行けない。ましてや実際、ほとんど行けない方が増えてくると思い

ますね。だからちょっと見解が違うのかなと。  

 これ以上お聞きしても仕方がないので、ちょっと私としてお願いしたいのが

もう一度選挙管理委員会の方々、これ、委員長の意見を聞いたことになってま

すので、選挙管理委員会の方々にお一人一人やっぱりちょっと意見をいろいろ

聞いていただいて、本当にどうなのかということを考えていただきたいのが１

点、お願いというのと、若い人のほうが、それは分かります。若い人が行かな

いのは分かります。私が知ってる限りでも若い人行ってないのは知ってます。

でも、若い人は行けるのに行かないだけというのは本人に選択肢があるんです。

年配の方、特に６５から７０は皆さん免許返納しないので、そこを調べてもあ

んまり意味がないんですよね。だから年代別で本来調査すべきやと思います。

そういう地区に絞ってでもいいですから。地区絞ればある程度もう出てくると

思います。  

 ただ、その地区だけじゃないですけどね。下垣内の方も距離が遠いから歩か

れへんという方もおられたので、一概には言えないんですけども、今出てなか

った自治会の方もそうです。光ケ丘もそうですよね。場所によってはもう坂で

すから。近いといえば坂です。だから、そういうふうに一定の基準をもって、

私の意見としては一定の基準をもって、当日だけバスだけ出すとかね、西山間

だけにかかわらず、そういう意見もあるんですけど、それはまず、置いときま

して、今回は選挙管理委員会の方に考えていただき、お一人一人にやっぱ御意

見をちゃんと聴取していただきたい。今のままやったら選挙管理委員会の方々

がかわいそうな感じになってます。何かイメージ悪いです。ですから、ちゃん

と御意見いろいろにお聞きしてほしいということが１点と、やっぱり基本的に

先ほどの調査やってほしい。この２点をぜひともよろしくお願いしたいんです

けども、その辺よろしくお願いします。答弁お願いします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 いろいろと今、意見頂きまして、また、頂いた意見につきましては、選挙管

理委員会の委員長をはじめとして４名おられますんで、４名の方にまたお伝え
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をさせていただいて、いろいろなお考えを聞きたいと思います。  

 調査の仕方につきましては、今、井戸議員おっしゃられたとおりですね、次

の衆議院選挙もございます。できる範囲で意に沿うような形で数字が出るのか

どうか、１回見てみたいなというふうに思います。ちなみに、今回、今調べた

中で、これ、一つの自治会ばかりで怒られるかも分かりませんけども、６５歳

以上だけでの中での未投票者ということでいけば、ローズタウンにつきまして

は３１％いう状況ということでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 前向きに調査ということで、別に本当にローズタウンのことを言ってる、僕

は出身ローズタウンですけど、そういうわけじゃないんで、今、年齢の件、今、

沿うようにということなので、ぜひとも前向きに。本当に今の答弁だけを普通

に文字に起こして聞いてみると、選挙管理委員会の方々が大丈夫かなというぐ

らいになっちゃいかねないのでね。私が知ってる限りではきちんとした方ばか

りですので、ぜひともその辺は、この委任というのがどうなのか、ふさわしい

かどうか分かりませんけども、ぜひともそういうことも踏まえて前向きにね、

ちょっときつい言い方しましたけど、いい答弁といいますか、頑張っておられ

るのも、思いのほか調査もしていただいてるということで、ありがたくは感じ

ております。ぜひとも続けていただいて、効果のあるような形で平等に、平群

町民平等に国政も県政も含めて対応できるようによろしくお願いいたします。  

 というわけで、これで私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、井戸議員の一般質問をこれで終わります。  

 これをもって一般質問を終結いたします。  

 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 これをもって散会をいたします。  

（ブー）  

散    会  （午後  ２時２４分）  


